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会員倍増計画の

趣意 室
胃

40年の歴史をもつ本会が，林業技術者ならびに林業技術に関係をもつ者の唯

一の職能団体として，かっての興林会が行なってきたように，その使命を達成

するためのこれからの課題は，日本林業の発展のためその活動を外部に向ける

ことにあると思います。

自らの研讃によって技術を磨き地位の向上を期するとともに，私たちは林業

技術者の立場において，林業生産力の増強を図りあわせて明るい林業社会を建

設することを目標として，国の内外に対してこれからいろいろの積極的なはた

らきかけを進めて行く考えであります。

それにつきましては，日本林業技術協会の動向は全国に散在する数万技術者

の意向を反映するものでなければならないとともに，その総合力を結集するこ

とにより，目標に向って力強い推進を期待できるのであります。

このたび本会が会員の倍増を計画いたしました趣旨はここにあるのでありま

して，林業技術者及び林業技術に関係あり，または理解ある方なの熱烈なご協

力を広くお願いしたい，このような方盈の大部分が，あ為いはそのうちの少な

くとも3分の2以上の方之が，本会の会員となっていただくことを提唱し，お

願い申し上げたいのであります。

このような目的をもって，理事会において会員の倍増方針を決定し，昭和38

年5月末を目途として，この目標を達成することを，本年度における最重点施

策として居るのであります。

どうかこの趣意を十分にご理解いただき，ご協力下さるようお願いい‘たしま

す。

昭和37年12月
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社団法人日本林業技術協会

理事長石谷憲男
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・能率倍増のために●

長崎鉄工の最新型ノーリツ集材機

逆4段複胴エンドレスドラム付
直捲能力2500kg

捲込容量12粍600米

使用馬力201P～301P
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正逆4段翻同エンドレスドラム付
直捲能力1200kg

捲込容量前後胴共
9粍570米

使用馬力10IFP～131P

正逆4段単胴エンドレスドラム付

直捲能力1200kg

捲込容量9粍570米

使用馬力 101P

鐵 工砿長崎
高知市東雲、丁23TEL@1311･4369市外専用70'
名古屋市中材区京田､丁3の16TEL@.4812
宮崎市神宮束町73TEL6212

1束京都中央区八丁堀4の6TEL(551)3715

撒式
會撤

’
本社・エ場
名古屋出張所
宮崎営業所
東京出弓長所
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東京都千代田区神田和泉町1
TEL．(866)7930･7980．3053.
本社・工場広島市松川町65TEL(代)@3161
営業所東京・大阪･広島･名古屋･札幌･福岡

製造品目

電動チェンソーー(400～750殉
電動デ･ソキソー(60吋70吋)．
電動丸鋸一(350～250～205物
電動角のみ機一(3分～1寸）
電動ブレーナー
電動洲切機

電動サンダー

漣動グラインタ頓－

砿動ポリシヤー

電動ヂスクサンダー

(大和電動チェンソーH-'3型）

新時代の要求に
応えた…… 鱗

勺

灘

鍵

鍵 エ
夛設㈱

高砂チェン株式会社
東京都板橋区志村町1-14TEL(901)0813.2917･4813

池
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新年の抱負

手

理事長石谷
髻
唇 男

ま ■

1963年の新らしい年を迎えるに当たって，心から会員諸賢とその慶びをともにいたしたいと存じます。

昨年6月松川先生のあとを継いで，私が本協会理事長の席についてから半歳，初めての新春を迎えた

のでありますが，この機会に抱負の一端を述べて，会員とともに新らしい年の飛躍への足がかりにした

‘いと思います。

本会の前身である興林会が，林業技術者の中核としていわゆる技術者運動の推進力となり，また自ら

･の努力によって技術を磨き，地位の向上を目ざすとともに，わが国林政の発展の力強い担手となって，

日本林業に貢献したことは．，本会の進運に大きな礎えとなって，今日の日林協を支えていると考えるの

であります。当時その活動に尽力された諸先薙に対し心からなる敬意を表する次第であります。社会情

勢が大きく変転した今日，当時の興林会の姿をそのまま再現することには、おのずから可否の論もある

かと思いますが，この無形の伝統こそは本会の生命であると信じます。

戦後の困難な時代にあって，松川前理事長の並々ならぬご努力によって，着々と組織を整え，事業を

拡張して，安定した今日の日林協が生れたのでありますが，その中にも創始以来の伝統精神は終始貫か

れ，今後の進展への確固たる基磐となっていることを確信するものであります。

そこで，これからの日林協の課題は，現在の事業内容や執行体制の整備を図るとともに，日本林業の

発展に大きく貢献するために，その活動の方向を外部に向けることであらねばなりません。私たちは林

業技術者の立場において，林業生産力の増強を図り，明かるい林業社会の建設を目標として，国の内外

に向って積極的な活動を進めて行かなければなりません。従って，全国に散在する数万技術者の意志を

．強く反映させながら，その総力を結集することによって，目標に向って一層力強い推進を期待すること

ができるのであります。

ここでその一段階として，私は林業技術者および広く林業技術に関係あり，理解ある方々の熱烈なご

協力を求めたいのであります。少なくともこのような方々の，三分の二以上が本会々員として加入して

いただくことを提唱し，お願いいたしたいのであります。昨年10月に開催しました本会理事会におきま

してはこのような目的をもって，会員の倍増方針を決定いたしました。本年6月に予定せられる本会通

常総会の頃を目途として，この目標を達成することを，本年度における最重点事業といたしたいのであ

ります。

協会事務局におきましてもこの方針貫徹に対して，最善の努力を尽すよう準備を整えているのであり

ますが，もとよりこれの本格的な推進には，各支部や分会ならびに会員諸賢の，ご理解とご協力無くし

ては到抵その成果を期待しえないことば自明の理であります。
この本年度の課題を達成するために，何卒絶大なるご支援をお願いする次第であります。

葎

巳

、

（
《
《
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◇国有林のカラマツ造林の動向◇

◇カラマツ先枯病の現状と防除対策◇

◇カラマツの造林◇

◇カラマツ先枯病の診断と防除◇

◇カラマツ材の材質の特徴とその利用上の問題点◇
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カラマツ造林の動向
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六郎牛山

育苗が容易で成長がはやく造林の実行しやすいカラマ

ツは，それだけでもミリョク的なのに，寒さや乾燥に対

する抵抗性が強く，寒冷寡雨地帯でもきわめてよく成育

するため，海抜の高い地域や東北・北海道に，経営面積

の多い国有林では造林樹種の首位をしめ，スギ・ヒノ

キ・アカマツ・トドマツなどの不適地に対する唯一の経

済樹種としてその与望をになっている。

最近造林面祇の拡大にともなって，カラマツの優れた

性質の過信か，または他に代わるものないよぎなさから

か，カラマツの適応性をこえたムリな造林が次第に目に

つくようになり，先枯病のまんえんをはじめ諸害の発生

をまねき，一斉造林の通弊が各地にあらわれはじめた。

1，既往のカラマツ造林面積

カラマツが造林樹種の10％をこえる，東北・北海道の

ワ営林局と前橘・長野・名古屋のろ営林局について，戦

後造林の実行に変化の大きかった段階に区切って，カ

ラマツの造林面積をしめすと第1表のとおりである。

￥

角
一
厘句

計’93,886 '76157.s2'|弱8176,9“
注1.S.27年度以前はS.35年度末現存林分

2．その他はその期間の新植面積

昭和33年以降の北海道のカラマツの伸びは，国有林生

産力増強計画により，皆伐面祇の割合を18％から40％に

拡大し，低位過熱の天然生林を，生産性・収益性の高い

人工林にかえ，生産期間の短縮と生産量の増大を企図し

たためである。

2，現行のカラマツ造林法

最近の木材需要の増大と需要櫛造の変化に即応するた

め，昭和35年12月に営林局に造林技術推進協議会を設

け，各界の樋威の参加をえて造林技術の改善を中核とす

る，育林生産期間の短縮と生産瞳の増大につし､ての検諭鍼者：林野庁業務課造林班長

－2－
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牛山：国有林のカラマツ造林の動向

を求め，その答申を集約して，さきの生産力増強計画を

改訂し，36年10月長期安定的な木材供給体制を整備する

ための，木材増産計画を策定した。この増産計画の前提

をなすものがすなわち現行の造林法である。

(1)造林樹種の推移

木材増産計画のはじめである昭和36年度末と計画の達

成される昭和70年度の造林樹種，ことにカラマツの推移

を造林技術推進協議会の答申のなまのままでしめすと第

2～s表のとおりである。カラマツの増とヒノキの減が

特に目立っている。

第2表樹種別造林面溌の推移

むずかしいことである。

1）苗木

苗長40～80cm,根元径8Xnxn以上の健苗を用いる。

自給をたてまえとするが，北海道ではその一部を民間委

託溌成または民苗職入による。

2）地栫

全刈を原則とする。野鼠の被害のおそれのあるとこ

は，火入れまたは寄せ焼による清掃地栫を行なう。不良

前生樹はケッペキに伐除して造林木に全日光が当たるよ

うにする。

3）植栽

植え付けは秋の黄葉から春の新芽が開くまでの期間で

土壌が凍結していないときに行ない,30cm×30CmX

30cm以上畑のように耕して植える。

ha当りの植え付け本数は,2,500～4,000本とし，地

利・地位の地域区分ごとに，間伐および諸害を考慮して

きめる。野鼠の被害地域は早期閑鎖をはかるために密植

する。

4）下刈

全刈を行なう。植え付け後2年は2回刈りその後は1

回刈りを原則とし雑草木の1.5～2.0倍の高さまで続ける。

5）施肥

除草管理のできる地利便なところおよび2代目造林地

に対して，燐酸を主として連続2年行なう。

(8)カラマツの収穣予想表

木材増産計画のカラマツ収穫予想表は第4表の新生人

工林のとおりで，現実林に対して22影の増産を目標にし

てし､る。これは嶺氏の信州カラマツ林分収穫表の地位Ⅱ

と大差ないものである。

第4表カラマツ収穫予想表m3/ha

4白

S.36年度末現在|S･70年度目標｜

而稜|繊種率|面積樹種率’
+ha
"',66%gZjh'298%|23016698‘298%’
449ろ2.493628．4

32425．42948．9
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第3表カラマツ造林面種の推移

S.56年度末現在 S.70年度目標

面積|鯛種率
ha ％

98,47028.0

81,64042．0

89，22039．7

105,73045．6

77，08048．9

128,20050．0

88，410ろ0．5

142，20038．1

110,85075．6

45，04057．7

営林局

面積樹種率

ha 影
9，17915．5

6,28915．1

18，94339．9

21，76935．6

24,45745．7

55，15719．0

19，69914．7

48，98927．4

55，14450．0

10，56118．1
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注1．樹種率はその局の造林全面積に対するもの

2．第2表との面積の差は東京外5営林局分

(2)造林法の要望

木材増産計画の期待する育林生産期間の短縮と生産量

の増大をはかるためには，次の造林法を確実に実行する

ことが必要である。これらはみな平凡なことばかりであ

るが，労力・予算・季節などの制約下においてはかなり

3，カラマツ造林の問題点

(1)雑草木のとり扱い

カラマツ造林の不成績原因の最たるものは，雑草木に

よる被圧の害である。代表的な陽樹であるカラマツは，

全日光のもとで最もよく成長する。雑草の害は植え付け
凸

－3－



牛山：国有林のカラマツ造林の動向

後1～2年にあらわれ，成長を著しく抑制する。下刈の

おくれや刈払いの不十分による陽光不足のためいったん

いじけたカラマツは回復が困難である。下刈は植え付け

後1～2年に集中して，草におおわれないうちに草をと

る農業的除草を行ない，造林木にいつも全日光の80％以

上があたるようにする。

(2)不適地の造林

カラマツの適応性をこえて，土壌の浅い稜線･排水の

わるい重粘土地・風衝地。湿地などに植え不成讃地にな

っている例が多い。

造林が容易であることから，アカマツ・シラベ・カバ

ハシノキなどにゆだねるべきところに，カラマツを植

え，結果的には誘導造林的な役割をはたしているところ

もあるが，カラマツで成林させるためには，湿地・浅

土・風衝地は絶対にさける。

(3)野鼠

北海道のカラマツ造林については野鼠が制限因子で，

野鼠対策のないところにカラマツの造林はできない。野

鼠の棲息地帯では清掃（火入れまたは寄せ焼）地栫・完

全下刈等による棲息環境の破壊を中心に，毒餌散布・防

鼠溝などを総合して行なう。

なお野鼠の防除策からは，カラマツを集中する大面穣

造林が有利であるが，他の諸害特に先枯病防止策と抵触

することになるので，樹種の混交・保謹林の造成等につ

いては，諸害に共通して効果があるように実施する。

(4)先枯病

先枯病のまんえんは目をおおわさせるものがあり，カ

ラマツ造林の脅威である。野鼠とちがって事業的に有効

な防除法がなく現下伐倒焼却以外に頼るものがない。

本病の激害地は，本来カラマツの不適地で経済林の見

ロⅦ『1卵I

林業技術センタ

込みのない風衝地に多いことと，まんえんの主因が人為

による罹病苗の植付であることから，これからの造林を

すすめるに当たっては次のことを厳重に実行して健全な

林を仕立てる。

i無病苗を植える

ii発生しやすい環境に造林しない

iii保謹帯を設ける

iv伝染源を除く

(5)2代目造林

カラマツの主伐が次第に増加し各地でいわゆる2代目

造林が行われるようになったが，他樹種の跡に植えた初

代造林に比べ一般に不成績で，成林の期待できない林分

もあらわれてし､る。

カラマツの造林地帯は他に適当な交代樹種がない環境

だけに2代目造林が不成績なことは大きな問題である。

信大浅田教授は，信州地方の2代目造林についての研

究から，「隣酸分を施用することにより，1代目に劣ら

ない生長をしめすことが立証できた」と述べている。

カラマツの主伐跡地は，交代できる経済性の高い樹種

がある場合は別として，2代目造林の成長減退を防止す

るための林地施肥その他について穂極的にとりくむ必要

がある。また連作だけに病虫害の多いことに留意する。

4，これからの造林

国有林のこれからのカラマツ造林は，中部以北におい

て58％，全国において30％で，造林樹種の首位をしめ，

木材増産計画の中核である。カラマツ造林は実行しやす

い反面多くの問題点をふくみ，収穫予想表どおりの生産

をあげることは必ずしも容易なことではないが，要はカ

ラマツの特性をよく理解して，公認されたカラマツ造林

の要諦を堅実に実行することである。

－の落成お知らせ

、日本林業技術協会

本会40周年記念事業の一環として計画し，会員並びに林業に関係のある方々 の絶大なご協賛ご

支援を得ました林業技術センターの建設は，昭和37年8月下旬森林記念館の敷地内に着工しまし

たが，同年12月に鉄筋コンクリート建3階，延40.72坪が完成し，12月22日落成式を挙行しまし

た。今後この施設を活用して林業技術の振興には一層貢献したいと存じますとともに，ご協賛下

さいました方々に紙面をかりて深謝申し上げます。
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の基礎知識を有する者でなければなしえなかったため被

害の分布・実態等が把握されていなかったので，防除対

策の進めようがなかったのである。

そこで，都道府県や営林局署等の第一線指導者等に対

して，先枯病に対する教育を施し，その人達をして被害

の実態を把握してもらうとともに，一般林業関係者への

普及宣伝を図ることとし，林試等の協力を得て林試本

場，北海道および東北地方において数回の現地教習を行

なった。

ついで，昭和57年度一般会計排公共）予算で，カラ

マツ先枯病実態調査費補助金1,858千円(所要経費の兇）

を支出し，北海道・東北6県・群馬・栃木・山梨・長野

の11県における民有カラマツ林を対象に，別に定めた調

査要領に基づいて被害の実態調査を4～6月の間に行な

った。（県が行なう森林病害虫等被害調査のため，特別

調査費を交付したのは今回が初めてである）

（2）先枯病被害調査の結果

前記調査要領に基づいて得た被害実態の概要は次の通

りである。

カラマツ先枯病の

現状と防除対策

中村毅

厚

カラマツ先枯病の現況と防除対策

カラマツは短伐期林業，拡大造林のため好適な造林樹

種として，ここ10年来飛躍的に造林面積を拡大し，現在

副70万ha近く造林され，なお年々 5～6万haづつ植栽され

ている。その80％は北海道・東北および関東北部であ

る。ところが，からまつ造林の最も盛んな北海道と東北

各県の造林地に2～ろ年来急激にカラマツ先枯病が発生

し，同地方のカラマツ林50万haが全滅の危険にあるとい

われ，大問題となっている。

先枯病は突然出現したような感じを与えているようだ

が，外国には発生していないといわれているのだから舶

来の新種というものではなく，わが国の特産であろう。

この病原菌は，わが国において20余年以前にすでに発

見されていたものである。すなわち，昭和14～15年ころ

亀井専次博士等が北海道において，またこれとは別に昭

和24～25年ころ故沢田兼吉氏が東北地方で発見してい

る。しかしながら，この病気が林業的にとりあげられた

‘のは最近で，北海道においては昭和52年に，本州におい

てはろ3年宮城県鳴子付近に発生したのが最初のものと，

森林有害動植物被害報告轡に記録されている。

カラマツ先枯病菌の病理・病標徴・一般間蛎除対策等

については，すでに林業試験場等の研究者によって究明

され，報告されているところであるから，ここでは触れ

ないこととするが，先般民有林におけるカラマツ先枯病

,に対する当面の緊急行政措澄が決定したので，この機会

に，被害の現況と行政上の防除施策の概要をお伝えした

〃､◎

1，被害の現況

（ﾕ）被害の実態調査のための措置

この病気による被害初期の徴候（先端枝梢の枯損）は

寒害・潮害・旱害等による被害と見誤まられ，また，新

梢先端の湾曲は灰色かび病や虫害による場合と類似して

いるため，先枯病であることを見逃がしがちである（こ

れが今日の大発生を招いた原因の一つである)。このよ

うに先枯病の被害調査は昆虫類の場合と異なり，かなり

筏
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中村：カラマツ先枯病の現状と防除対策

例民有林のカラマツ林に対する被害の割合㈲国有林における齢級別，被害程度別面積
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日報告された。

2．防除対策

先枯病防除対策のため，民有林を対象として政府のと

った行政措置の主なる事項は，(1)先枯病菌を森林病害虫

等防除法に基づいて，法定病に指定したこと，(2)37年

艇予備費を支出して緊急防除を行なうこととし，防除費

補助金の交付を決定したこと“⑧防除跡地の造林に対し

て高率助成の方針を決定したこと。(4)苗畑における防除

対策のため指導監督の強化を図ったこと等である。

（1）先枯病菌を法定病に指定

森林病虫獣等の防除の徹底を期するために，森林病害

虫等防除法（昭和25年法律第55号）が制定されている

が，同法の適用を受ける病虫獣等の種類は，同法第2条

によって政令で指定したものに限られて1,,る。現在指定

されているものは，マツクイムシ類・マツケムシ・マツ

バノタマバエ・スギタマバエ・マイマイガ・スギハタ’

二・クリタマバチ・ノネズミの8種で，病菌類で指定さ

れたものはなかった。

カラマツ先枯病は加害が激甚，まん延が急速である，

と認められて，昭和37年9月21日政令第365号で指定さ

れるに至った。

この指定によって，今後必要がある場合は，法第3条

または第5条によって，農林大臣もしくは都道府県知事

は，被害林木や種苗等の所有者や管理者に対し，伐倒焼

却その他の防除措置・移動制限や禁止等の命令ができる

こととなった。ただし，命令を出した場合は，法第8条

によって直接防除に要した経擬を補償しなければならな

いので所要経饗の予算を持たなければならないわけであ

る。現在用意している予算（次項）は，山林において伐

倒焼却による防除に対する分のみで，苗畑における薬剤

散布,抜き取り焼却・山行苗の消毒あるいは移跡|洲限等

の場合に必要な経費予算は保有していない。また，防除

命令は農林大臣もしくは都道府県知事が出せることとな

っているが，現在は都道府県知事の命令のみを考えた予

算措置がなされている。なお，防除命令の発令は，止む

を得ない場合に限ることとし，多くの場合は，知事の指

導督励によって推進し，防除実施者に補助金を交付する

こととしている。

（2）予備金支出による補助金の交付

先枯病のまん延がきわめて急激であるので，本年4月

緊急に北海道外本州10県について被害の実態調査を実

施したところ，6月末にいたり前掲の調査結果を得たの

七

一
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り

一
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中村：カラマツ先枯病の現状と防除対策

で，これに基づいて，ただちに大蔵省に対し，本年度の

緊急災害用の予術費の支出方を要求したところ.，9月21

日の閣議により次の通り決定された。

昭和37年度カラマツ先枯病防除対策費

で行なわせる方針である。

林野庁は本年3月28日37林野第622号をもって,｢カテ

マツ苗木を対象どする先枯病防除の緊急措置について」

の通達を出すとともに，都道府県に対し，苗畑の指導管

理強化のため事務穀補助金の交付をはかっている。

通達の内客は，(1)カラマツ養苗事業の実態把握，(2)苗

畑環境の整備（罹病防風垣等の除去)，(3)定期的薬剤散

布，(4)山行苗の消毒・検査・証明書の交付，(5)健全苗木

賊入，(6)発病県からの移出の制限等である。

3.防除事業実施計画

民有林において前述の予備金等の予算によって，昭和

37年度中に行なう道県別の防除実施計画は次の通りであ

る。

予伽磯支出

区分|数型|金額
既定予算流用

数量|金額

計

数量|金額
hha

5，350
千円
27，559

618

252

28，229

千円hP
4，1655，860

921

4,2571

hal
5101

千円
31,524

710

252

32，486

受

事業費

事務費

本庁費

計

1ha当り事業饗12,250円

この負担割合国庫補助金(粥)8,167円

道県負担金蝿)4,0記円
防除作業方法，伐倒枝梢焼却による。
防除対象林地，まん延前線地帯の中害林と激害林とす

る。

（3）防除跡地の造林に対して高率助成

先枯病による被害林の90影は，いまだ利用価値のない

10年以下の幼令林である。造林・保育して5～10年，こ

れが成林不能となってしまったのであるから〃造林者の

受けた経済的・梢神的な打撃は甚大である。改植の決心

も容易でない。しかも，先枯病の防除はまん延の防止策

であって，被害林木の治療回復措霞ではなく，他人のた

めの防除である。このような事情を勘案して，先枯病防

除跡地の造林を確実に実行するためには，全額助成の必

要があるとして，58年度一般造林予算中へ次の通り高率

補助金を計上し，大蔵省へ要求している。

葎

悪司~蕊畷翻霧譽1嗣燕｢爾一雷事業饗
補助金
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塑
４
４
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４
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０
０
０
０
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北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

計

01

'･’5，860
注この計画は，6月調査の被害状況を基礎として計
画したが，秋田・山形・福島等については，その後

の被害状況を加味して計画してある。

この計画の実施方針の要点について述べると，

（1）防除方法は，伐倒焼却によるものとし，微害林の

枝梢の剪除は自力によるものとしている。

（2）防除対象林は，まん延前線の激。中害林を優先

し，被害拡大防止に主力をおくこととする。

（3）防除経費は1ha当り12,250円を標準(平均）と

しているが，齢級・径級の大小，利用価値の有無，皆伐

か，択伐か等を勘案して傾斜させた単価を適用すること

としている。その参考例を次の通り示している。

(a)皆伐の場合の径級別単価

胸高直径2cm未満1ha当り9,800円

〃2～8cm未満〃14,7001円

"8cm以上〃11,200i円

(b)単木択伐の場合

この場合は，次の径級別本数により1haに換算し:o

ha当たりの単価は，皆伐の場合の径級別を適用する。

胸高直径2cm未満1haとする本数2,000本

〃2～8cm"1,400本

"8cm以上〃900本

卓

●

改植
地方別
面積

一
一
《

ha

l,700

1，000

2，700

円
41,700

40，400

千円
70，890

40，400

111，290

千円
47,260

26,953

74,193

千円
零,630

15，467

57，097

認
〃

兇
〃

北海道

本州

計

（4）苗畑における防除対策

先枯病を遠隔地に分散まん延させる主力は苗木であ

る。前述の被害実態調査資料においても，被害団地数の

538のうち，発病源が苗木であるというものが97団地も

あった。今後，病菌を持った苗木は絶対山出ししないよ

うに努めなければならない。

森林病害虫等防除法は，苗畑・苗木についても適用で

きることとなってし､るが，現在は適用する考えをもって

し､ない。もっぱら都道府県の指導行政の面を強化するこ

ととし，苗畑における直接防除事業は，養苗業者の自力

－7－
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中村：カラマツ先枯病の現状と防除対策

注2cm未満は作業が容易であり,8cm以上は利用

価値があるとみなしている。

なお，昭和38年度においても，零年度と同様にまん延

の拡大防止を方針として，引続き北海道・東北6県に

おける重要地帯の防除を実施することとし，防除面積

7,500ha,事業単価16,100円贈額),補助単価10,733円，

補助額80,594千円を計上し，大蔵省と協識中である。

以上。

参考書・林野庁通達配布図書等

:(1)指導部長通知，36.6.20カラマツの先枯病の応急対

策について。

(2)林野庁長官通達，37.3.28林野造第622号，カラマ

ツ苗木を対象とする先枯病防除の緊急措置について。

(3)林業新知識1961.7No.92.カラマツの先枯病一そ

の特徴と対策について（伊藤一鯛

(4)森林防疫ニュース,1961.8.No.113.からまつ先枯

病特集号(伊藤･亀井･職内等）

(5)林野通信1962.4No.126.からまつ苗木を対象と

する先枯病の防除について（武居）

心
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このたび林業科学技術振興所においては，昨年度より新企画事業としてとりあげました林業

科学技術振興賞の第二回目の授賞候補者を公募することになりました。

すなわち，わが国林業林産の試験研究に関する科学技術の振興に貢献する見込みのある試験

W暁に対し，その奨励と促進に寄与し，あわせて研究者の日常の研鐵と努力に報いることが本

賞授与の目的であります。

そこでこのことを十分ご理解のうえどうかこぞって，下記の要領によってご推薦下さるよう

ここに公告いたします。

なお推薦用紙のご請求ならびにH鄙については同所事務局にお問い合わせ下さい。

1．応募の対象本貫の授賞対象は林業または林産技術の振興発展に貢献する見込みのある試験研究
2．応募資格

㈹応募者は原則として試験研究機関（民間の研究部門を含む）ならびに大学等において研究に従事
するもの。

㈲応募者の年令は40才以下とする。共同研究の場合は主たる研究者が40才以下であればさしつかえ
なし､。

3．候補者の推薦方法推薦は試験研究機関，大学，学会，民間団体または3名以上のものにより，別
紙推薦醤によって推薦すること。

4．選衡方法授賞の選衡は本所内に設けられた林業科学技術振興賞審査委員会において行なう。

5．賞授賞は毎年1件とし，賞状および賞金10万円を贈る。

6．応募期限昭和38年1月末日までに到着のもの。

7．応募推薦書2通（所定の推蘇書使用のこと）

8．送り先林業科学技術振興所事務局あて（東京都千代田区6番町7番地森林記念館内）
9．授賞者の発表昭和58年5月頃の予定
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ラマツのがんしゅ病の激害地が八ケ岳東麓の野辺山国有

林で発見され，すでに問題となっていた落葉病，ナラタ

ケ病および心腐れなどとともにかなり病害の多い樹穂で

あることが明らかになった。その上，周知のとおり虫害

や野鼠の害も少なくない。このようなわけで，これらの

諸被害な･らびに特別経営時代の造林地にみられる大面職

の不成績造林地の原因究明など，造林上の諸問題の解明

が緊急のこととなり，その調査が林業試験場へ依頼され

た。以下その成果の概要を述べ，カラマツ造林の参考に

供したい。

1，国有林カラマツ造林地の実態調査

近年国有林造林のなかでカラマツの占める比重はきわ

めておおきい。昭和語年に樹立された国有林の生産力増

強計画によると，当初の10カ年間の造林面積I735,915ha

のうち，カラマツはその56.4％に当たる266,108haを

しめ，スギの26.7影をはるかにこえて第1位を占めてい

る。このような大面積の造林が，カラマツの造維ゆ諸
性質を十分明らかにしないまま行なわれた結果，その造

寺

林成績には期待に反するものが少なくなかった。また，

富士山麓の国有林の例にみるよう‘に，見かけの成長は悪

くはないが，根や枯れ枝から幹に腐れが入り，著しく機

質を損じている心材腐朽の発生など，カラマツ造林をす

すめるために解明を要する多くの問題が提起された。

林業試験場は国有林の要請にこたえ，昭和35年から5

カ年計画でカラマツ造林地の実態調査を行なってきた。

試験場では，支場の各分野の研究者が共同してこの研究

にあたった。担当機関と調査項目を列記するとつぎのと

おりである。

北海道支場：カラマツ先枯病

東北支場：立地（土壌）と成長，林分の生産櫛造，

カラマツ先枯病

本場：不成績造林地の原因の究明…･･･立地（気

象，土鯛と成長，造林地の植生，根の

生理・生態，林分の生産構造，成長過程

の推定，病虫害‘…”

木曽分場：高海抜地の成長，立地（土壌）と成長鰐

ナラタケ病

九州.支場；九州地方の造林効果

以上のように研究が多岐にわたるので，その主要なも

のにつし､て簡単に説明する。

（1）不成績造林地の原因

ここでいう不成績造林地は，一般的にはふつうの成長

を期待できる地域で，なんらか糸拐ﾘの原因によって生じ

た不成績地を指し，後にのべる九州地方の造林地，ある

いは海抜高が高くて成長が悪いといったものはとりあげ

ない。また，2代目造林をふくめて幼令林についてもふ

れない。

カラマツの造林

国有林のカラマツ造林地

実態調査から

加藤善忠

総面積５
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１
民有林カラマツ

lg262728293031~3Z 333435
年度

第1図人工造林面積のうつりかわり

はじめに

カラマツの造林がいまほど関心をもたれたことはかつ

てなかった。第1図の造林面積の推移に示すように，わ

が国の造林面積のおよそ6分の1に当たる約6万haのカ

ラマツの造林がここ数年来毎年行なわれている。ことに

北海首，東北地方ならびに内地の亜高山帯に拡大造林の

大半を計画している国有林では，これらの高寒地帯に対

しカラマツに代る適当な造林櫛腫が見当たらないため，

いきおいカラマツの比重がおおきくなり，昭和52年以降

はスギを凌いで第1位をしめている。カラマツは養苗が

容易で，2カ年で山出し可能なこと，初期成長がはやく

下刈がる，4年で終ること，ならびに伐期が30,～35年の

短期であることなど多くの優れた造林上の性質をもって

いるので，しばらくはカラマツの造林にたよらなければ

ならないものと思われ，カラマツ造林の成否が，国有林

の生産力増強計画の鯉をにぎっているといっても過言で

はない。

ところが，数年前から北海道および東北地方に広がり

はじめたカラマツ先枯病は，すでに福島県の藤鄙にも散

見されるようになり，現在わかっている罹病区域は造林

地面積80万haの10%弱にあたる7万haにおよぶものと

推定されている。幼令林の総青木は年々被害をくり返し

てホーキ状となり，ほとんど上長成長を停止すること

と，林地において伝染の烈しいことから，一部にはカラ

マツ造林の前途に危倶の念をいだく者さえ現れるに至っ

た。また，いままでほとんど被害が気づかれなかった力

~

a

一
《

筆者：林業試験場造林部長
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加 藤：カラマツの造林

第1表丹勢山カラマツ造林地の成績
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注）男体山の東につづく綴斜面，海抜高1,000～2,000m

長野営林局管内八ケ岳東蕊の野辺山国有林をえらび，調

査を行なった。

丹勢山国有林の成長の悪いところとよいところとを対

照されるように4標準地をえらんだ。その概要を第1表

に示す。その成長過程は第2図に示すとおりで，成長の

よし､標準地Aは林令弱年頃から信州地方カラマツ林林分

収狸表の4等地を上廻り,Dは調査期間を通じて4等地

に相当する成長過程をたどっている。しかし，成長の悪

いBは15年頃から,Cは成林の当初から4等地におよば

ず著しく成長が悪い。病虫害は中害程度の落葉病を除い

てほとんど見当たらない。気象の面からもとくに悪い条

件はないので，不成績の原因は土壌条件によるものと考

えられる。

これに反し，野辺山国有林では土壌条件の不良による

成長の低下が20年頃からはじまったのに加えて，がんし

ゆ病，心材腐朽ならびに穿孔虫類の被害をうけ，一部に

林相の碗裳を伴って大小の草地が現われている。また，

植栽したカラマツにシラカンバ，ヤエガワカンバ，ミズ
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加藤：力ラマツの造林
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4こ達し，根株腐れも15～75％におよんでいる。立枯れ木

4こはキクイムシ科6種，カミキリムシ科2種，ソ・ウムシ

科4種，キバチ科1種の穿孔性害虫が見出された。穿孔

虫の侵入した枯損木には，新旧の全枯れ木に加えて梢頭

枯れの多くみられる区と梢頭枯れの見られない区とがあ

り，その状況より判断して梢頭枯れより全枯れへ移行し

たものと腱考えられず，全枯れ木は過湿のため衰弱した

立木に二次的に侵入したものと思われる。

（2）土壌と成長

調査地域はほとんど火山灰性の黒色土壌で，わずかに

野辺山の沢沿の部分に褐色森林土壌がみられた。これら

の黒色土壌群は一般に細粒堅密で保水力が大きいため，

傾斜のゆるい所では水の流動が悪く，尾根筋の乾燥地を

畭いては過湿状態を呈してし､るものが多い。このような
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第6図土壌の3相組成（野辺山調査資料より）

理学性の悪い土壌に植えられたカラマツは根の発達が悪

く，地上部の成長もよくない。成長のややよいのは，表

層の構造がよく，淵綱くのおそれの少ないところに限られ

ている。丹勢山で調べた土壌の断面を第3図に示す。第
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加藤：カラマツの造林

や河田が長野県下で調査した結果を総合すると，細粒の。

黒色土壌に植えられたカラマツの成長は土壌の化学|生よ

りも理学性に支配され，土壊型と密接な関係がみられ

る。崩積土壌でもっとも成長がよく，緩斜地の堅密な過：

湿土壌および偏乾性の土壌はともに成長が悪い。

（3）根の生理・生態と成長

いままで，カラマツは浅根性の樹種と考えられていた

が，今回の調査によりむしろモミやアカマツに似た深根

性の樹種と認められた。丹勢山の資料から模式的に現わ

した根系型を第5図に示す。土壌の条件がよければ第Ⅲ

型のように垂下根がふかくまで入る。野辺山の標準地の‘

うち，成長のちがう代表的な三つの林分の土壌の5相組

成は第6図のとおりで，そこに育っているカラマツの根

の細根（直径2mm以下）の分布状況は第7図に示すと

おりである。土壌の理学|生のよい‘ところでは，養水分の

吸収に関係する細根の表面積が各層位ともおおきく，深

くまで発達しているが，表層近くに堅密・過湿な土層が

ある悪い土壌では，その量が少なく，浅い層に分布して

いる。単木の細根表面積と地上部の材積との間には第8

図のとおり密接な関係がある。

吸収根の活力を判定するため，野辺山の成長のよい林

と悪い林から細根をとり，呼吸代謝力を測定した。成長

の悪い林のものはよいものに比べ約27影低くかつた。こ

れと平行して，土壌の水分条件をかえてポットで育てた

カラマツ’スギ，ヒノキおよびアカマツ苗木の吸収根の、

活力を二,三の方法で調べた。その結果を第2表に示す。

カラマツは乾湿の両条件とも，適潤状態に対する活力低

下の割合がスギ，ヒノキ，アカマツなどにくらべておお

きい。すなわち，カラマツは土壌の水分条件に対し適応

性の幅がせまく，とくに湿潤な嫌気的状態では著しく活

き料より）力が低下する。
)とする） 土壌の理学的性質が悪い場合，これに．
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’表とあわせて考察すると，土壌の理学,生のよし悪しが

林分の成長に影響していることがわかる。

東北支場は盛岡市郊外姫神山(1,124m)の黒色土壌に

植林された林令45年のカラマツ林の調査を行なった。

その土壌型と樹高との関係は第4図に示すとおりで，

BIB,Blc,BIDCompなどは樹高が低く,BID(d)に

は低いものから中庸のものまで幅が広い。これらの調査

第2表水分条件のちがいと根の活力指数（野辺山

8

声

声
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支配されるカラマツの根の生理ならびに

生態的悪状態が重なって，根の養水分吸

収能力が低下し，ひいては地上部の成長

が阻害されるものと考えられる。

（4）高海抜地の造林成縦

木曽分場が八ケ岳西側の冷山国有林の‘

海抜1,600～1,900mの同一斜面で，高度

の他は比較的似ている四つ標準地を高さ

100m毎に設けた。その概要を第3表に

示す。風衝や不良な土壌をさけると，海．

抜1,900mの高所でも収狸表のろ等地に

近い成長がみられる。美斎津は長野県安

曇郡における調査から，南面の土壌の上
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加藤：力ラマツの造林

第ろ表高海抜地のカラマツ造林地の成績（八ケ岳，冷山国有林）

標 地況林況
準備考

地海抜高|地形|傾斜|方位|地質|土壌型林令|嬢樹高波下高鬮轤謄冠農|本数|幹材績

濟ml難戦
A1,6

B1,7

C|1,8

DI1,9

第4表1九重山国有林の造林地の成績
数年のうちに急速にひろがり激害を生ずるにい

たったかは軽々しくきめられないが，大面職の

一斉林を造成していることも誘因の一つではな

いかと思われる。

林業試験場北海道支場ならびに剰上支場が行

なった発生地の環境調査によって，風衝地に被

害の多いことがわかった。他の樹種の保護をう

ける林縁部では被害の少ないことも明らかにな

罹病苗木が先枯病の流行に一役かっていることもわ

本数|灘|残存率|愉考
本/ha本/ha 態
1,0514,00026無間伐

5，2606，00053〃

1，7643，00059〃

1，3555，00027〃

樹種

カラマツ

スギ

ヒノキ

クロマツ

，一

注）平坦ないし緩斜地BIE~Fカベ状

第4表の2九重山民有林の造林地の成績 り，罹病苗木が先枯病の流行に一役かっていることもわ

かってきた。したがって，本病の流行阻止対策として，

苗畑で撤底的に防除を行ない，艇病苗木を山出しするこ

とがまず肝要であるが，林地における育林的手段による

防除法も，薬剤による防除法とともに研究されなければ

ならない。

2，カラマツ造林の問題点とこんごの進め方

わが国にはスギ，ヒノキ，アカマツなどの優れた造林

樹種がある。しかし,木材需給のこんごの見通しから,し、

ままで天然更新を行なってきた高寒地帯にも拡大造林を

すすめ，人工林をひろげる必要にせまられ，そこを郷土

とするカラマツの造林がつよくおしすすめられてきた。

冒頭に述べたように，カラマツは造林上し､ろいろの長所

をもつかたわら，多くの短所をあわせもってし､る。造林

の歴史が浅く，造林上の識生質が十分解明されないまま

に，今日みられるような大面秋の一斉林をつくったこと

は，この際検討の要があろう。たとえば,､カラマツは浅

根性で，土壌の乾湿に対する適応性の幅の広い，呼吸壁

の少ない樹種と考えられたが，今回の調査で，むしろ深

根性で，酸素消費量の多い乾湿に対しては，スギ，ヒノ

キ，アカマツなどより適応性の幅の狭い，土壌の理学性

の影響をうけることのおおきい樹種であることが明らか

になった。また，落葉病，先枯病，がんしゆ病，ナラタ

ケ病，心材腐朽などの病害，あるいは穿孔虫類，野兎鼠

などきわめて多くの保繊上の問題をかかえている樹種で

あることも次第にわかってきた。

性質の十分わかっていない樹種を造林するときには，

慎重な植栽試験を行なって後にすすめるとか，他の樹種

樹種
一

カラマツ

アカマツ

｜
錘
燕
恋
珂

林令|胸高直径
年cm
3622．1

3813．9

樹高|幹材積
mlm3/ha

13．7159．0

9．147．4

いところでは海抜高1,900mでかなり優良な造材地を期

待できると述べている。カラマツ植栽の上限について一

つ指標を与えたものといえよう。

（5）九州地方の造林成績

九州地方のカラマツ造林地は昭和35年4月現在，民有

林約220ha,国有林160ha,計380haであった。九州支

場が九重山国有林の海抜1,200m付近で調査したカラマ

ツ，スギ，ヒノキおよびクロマツの造林成績は第4表('）

のとおりで，カラマツの成績を信州地方の収狸表と比較

すると，本数，直径は5等地に匹適するが，樹高'ha当

り材積は4等地にやや劣る。総合的に判断して，クロマ

ツよりはいくらか優るが，スギ，ヒノキにはおよばな

い。同地方の民有林の成績は第4調2)のとおりで，アカ

マツに比べてはるかに好成績である。樹高とha当り材積

は3等地と4等地との間にあるが，胸碕直径は2等地に

近し､。この直径のおおきい理由の一つは本数が収獲表よ

り著しく少ないためであろう。

（6）カラマツ先枯病

現在,先枯病の発生区域は北海道で約5万ha,東北地

方で2万ha,計約7万haと推定され，造林地面積80万ha

の1割弱に当たり，年間の造林面積に相当する被害地を

出している。すでに戦前からあった本病菌が，なぜ近々

言
《
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加藤：カラマツの造林
’

ままで試みられた混交樹種には，ヒノキ，スギ，アカマ

ツ、シラベ，トドマツ，オウシュウトウ上などの針葉樹

とクリ，ケヤキ，カンパ類などの広葉樹がある。同時植

栽の単木混交は，初期成長のはやいカラマツに圧倒され

て取り扱いがむずかしし､ので，カラマツに対する保護的

な作用を期待するためには，初期の上長成長があまり劣
らないアカマツ，カンノ噸などの列状混交がもっとも効

果があると考えられる。岩手県岩木山職の小岩井農場で
はカラマツとアカマツの列状混交(1～5列)を行ない，

その保育に努力を払っている。写真でわかるように，カ

ラマツの成長がはやく，優勢であるか･ら，両者を共存さ 〃

第9図カラマツとアカマツの列状混交（3列，間 せるためには互に競争する接触部でカラマツをより強く

隔6尺)(小岩井隆場，昭矛焔0年4月植栽） 間伐する必要がある。列間6尺に植えられてし､るので，

との混交林をつくって末知の危険に備えるのは材諜皇上の・伐期を35～40年とすると，すくなくとも5列の配置が適
愉誠であるが，カラマツはいろいろな理由から，この10当であろう。民有林では所有面職が比較的せまく，所宥
年間,年忽6万ha内外の造林が強行され,国有林では大が入りくんでいるため極端な大面積の一斉林になること
而積の一斉林が造成された。このことが，ただちに先枯がまれなのは釘都合といえよう。大面祇の社有林でも，
病流行の原因であるとはいえないが,先枯病に対する防小岩井の例にみられるようなｷﾒのこまかい施業で行な
除対策の揃立を著しく困難にしていることは否定できなわれていることはまことに卓見であったと思う｡

カラマツ先枯病は，わが国林業の歴史に例をみない大
い。

こんご，カラマツの造林を推進するに当たっては，単きな蟻牲を払わせたが，こんごの造林推進の上に貴重な
に作業上の便否のみにとらわれず，立地を考慮した混交教訓として，この穣性を無為に終らせたくないものであ
林の造成，あるいは保謹猿滞の存置などが望ましい。いる。

」,MI｣IMILIMMMMMMMMMMILIIJMJM4IL山IMMMMMMMMMMMMMMMI'bIMILMblb4MJM141blldMMMMMMIJMIMMMMMhildIMMMMMIMMJMJI,ヒ
ミ 号
三 号
言 二
言
三 書第・10回三
三 ÷
堂号言
言
弓 言

林業写真コンクール言言
三
舎 ニ
ミ喜
言
三二
三号応募〆切迫る〃盲三 三
号 宣
言

三 言
詳細は本号35頁をご参照下さい 宣言

ニ

ミ ミ
言 言
ミ

ミ日本林業技術協会・全国林業改良普及協会言
三

三 皀阜
二

列'1､'171IRIPwI'W11'W,WwI'W,1"119W'1'19'IPW'W,IP11'IP11'111'IIWFU'IFw,1'，'P､IP11'IF11､19’il'11､1'WWWWWW'W'WP11nWPIwIrW'WP17'IFIWW'8'1P,1'W,U『1,,F
－14－

~

杢
陛



ﾄ

ﾄ

恥
恥
沸
ｆ
Ｋ
ｊ

。

‐

卓

Ｔ

ｑ

I

カラマツ先枯病の

診断と防除

伊藤一雄

カラマツの先枯病が広く搾業技術者に知られるように

なったのは，ここ2～ろ年来のことであるが，今やこの

被害面積は北海萱約5万ha,東北地方1万数千haに及

び，全カラマツ造林面積の約10影に達し，今後の調査に

よってこの被害面穣はさらに増大するものと予想され

る。本病は診断がむずかしいこと，病状がきわめて悪質

で伝播速度が速かなことおよびひとたび発生すると，そ

の防除がはなはだ困難なことなどによってカラマツ造林

の成否を左右する重要な因子の一つと考えられている。

これはわが国林業病害史上スギの赤枯病につぐ悪疫の到

来であり，さらには世界材赤病害史上の三大病害といわ

れている欧米におけるストロープマツの発疹さび病（ブ

リスターラスト),クリの胴枯病およびニレのオランダ病

（立枯病）に勝るとも劣らぬ方鐸上の脅威といわなけれ

ばならない。されば欧米諸国においてもわが国の先梅病

に多大の関心,をしめしていることは十分うなずけるとこ

ろであろう。

このように重要なものであるから，本病についてはこ

れまで多くの記事がすでに公表されていて，新たに付け

加えることはほとんどないのであるが，特に乞われて本

稿ではその診断法と防除法のあらましを述べる。

0

ｰ

第1図先枯病にはなはだしく侵されたカラマツ幼

令造林木（北海道，9月）

9

曇
《 病 徴

当年生稚苗から造林木までひろく侵される。当年成長

枝が罹病し，9月ごろから病状はとくに著しくなる。侵

された新梢はしだいに槌色し，患部はすこしく収縮，変

色してしばしば樹脂（やに）を分泌する。病新梢の先端

部は下垂し，濃褐色に変色，葉はしおれて多くは脱落，

最先端部にわずかに残存する。このため患部から上の枝

梢は枯死し，苗木では無頂苗となり，また造林木では翌

年出てくる新梢が同じような経過で枯死，これを年々繰

‘り返すため多数の枯枝が叢生して，樹形はほうき状また

は盆栽状になり，はなはだしく侵されたものは肥大成長

がほとんど停止する（第1図)。

盛夏以降にできる土用芽（二次樹ははなはだ侵され

やすく，この部分から患部はさらに主枝に進展すること

第2図先枯病にかかったカラマツの枝（北海道，

9月）当年成長枝の先端部および土用芽が

特にはなはだしく侵されてし､る

もある礎2図)。患部は健全部にくらべて細くなり，多

くは樹脂を謬出，これが枝の表面に凝固することもごく

普通にみとめられる（第3図)。

診断法

本病の重症なものでは何人でもたやすくそれと見わけ

ることができるが，しかし蛭症なものを確実にそれと判筆者：農林省林業試験場樹病科長・股博
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伊藤：カラマツ先枯病の診断と防除

定することはきわめてむずかしい。本病が今日のように

広大な面積にひろがり，またひどい被害状態になるまで

気がつかずに来たのは，ごく初期の徴候では枝先がほん

の数本枯れるだけなので，寒さや風の害あるいは機械的

な障害だろうと見すごされ，風衝地の病木では風害によ

る損傷と見あやまられてあまり意に介されなかったこと

が大いに関係があるらしい。上に述べた本病の肉眼観察

による病徴の大部分は先枯病にかかった場合にだけ現わ

れるものとは限らず，他の原因によっても起こるので，

はなはだやつかし､である。

本病の発生がいまだみとめられてし､ない地域（未汚染

地域),たとえば長野県や山梨県で先枯病類似の症状がみ

とめられた場合，これを正確に診断するためにはどうし

ても病原菌検査を行なわなければならないので，これに

は高度の専門的な知識とテクニックを必要とする。それ

で最終的には専門家の診断を煩わすべきであるが，こう

いってしまったのではミもブタもない。林業技術者の方

々がおのおの置かれた立場により，また知識の深浅によ

って予備的な診断を行ない，先枯病の疑いが濃厚だとい

うことになったら，標本＊を届けて専門家の正確な診断

を仰ぐのが順序であり，またぜひそうしてほしいもので

ある。

以下本病の正確な診断のために必要なことがらをくわ

しく述べるが，これらの中には一般の方々には実行でき

ない事項も含まれているであろう。本文を読まれる方々

の専門知識程度に応じて適宜トパしていただいてよい。

1，病徴検査肉眼でみた本病の特徴を次にあげる。

（1）罹病するのは当年成長の新梢に限られる。前年あ

るいは前々年生の枯枝が残っていることも多いが，これ

らは新梢の時代に罹病枯死したものであるb

（2）病徴が現われるのは早くて7月，普通8月に入っ

て急に目立ってくる。病徴が最も明瞭になるのは8月～

10月上旬である。

（3）8月～10月上旬には罹病枝の先端は枯れて下向き

になり，葉も褐変枯死する。

（4）二次成長した小枝（いわゆる土用芽）ははなはだ

しく侵されやすく，褐変して芽枯症状になり，これから

主茎に病斑が拡大することが多い（第2図)。

（5）罹病枝は多くの場合患部がやや細くなり，一部か

ら樹脂（やに）が出る（第5図)。

（6）罹病枝の先端は湾曲して下向きになり，枯葉は先

0

密

第3図先枯病にかかったカラマツの枝表皮を破
ってややもりあがった菌体がみとめられる

また樹脂塊も形成されている×2.5

端部にだけ残存し，あとは全部の葉が脱落する。しかし

罹病の時期がおそい場合には病枝は下向きにならずに直

立することもある。また新梢先端だけでなく，中間部が

侵されることもまれでなし､。

2，標徴検査これはルーペ（拡大鏡）で患部を検査

し病原菌の菌体の一部およびその現われかたの特徴を調

べるものである。この検査による場合，本病では次のよ

うな特徴がみとめられる。

（1）4～10月に病枝のとくに織旨がでている付近を拡

大してみると，表皮を破って黒色の小突起鯖原菌の子

菌殼あるいは柄子細がみとめられる。これらは枝の長

軸の方向に紡錘形に表皮を破って，または表皮の陥凹部

に数個列状に形成されるのが普通である(第3～4図)。

（2リ夏～秋，下向きになった病枝先端部に枯れ残って

いる葉の裏面の紫白色部，'あるいは湾曲して枯れた軸の

部分を拡大すると，黒色，半球形，すこしくつき出した

小粒点鯖原菌の柄子殻）が多数みとめられる。

3、病原菌検査患部の徒手切片を作って顕微鏡でみ

ると，本菌には次の2胞子型がみとめられる。なお，こ

の項は専門的記事であるから一般林業技術者の方々は読

まなくてもよい。

（1）子嚢胞子子嚢殻は球形～扁球形，表皮下に孤生

8

一
《
》

＊標本はできるだけ多量届けるべきである。なお，夏期

にビニールやポリエチレンの袋に入れて送ると，袋内の

過湿のため他のカビ類などが繁殖して診断をひじょうに

困難にするので長途の輸送には紙袋に入れる方がよい。
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伊藤：カラマツ先枯病の診断と防除

2胞子型がともにみとめられる7～9月は，ほかの条件

ともからみあって伝染発病上最も好適な時期といえよ

う。なお，柄子殻の成熟とほとんど同時に短桿形，大き

さろ～6×1～2媒の小さな精子を含む精子器を生じ，翌春

1～2月ごろまでみとめられるが，これは伝染に直接役立

つものではなく，子誕胞子の形成成熟に．ある種の役割

りをはたすものと考えられている。

4，先枯病類似症枝梢先端部が褐変，湾曲，下垂す

る症状や枝枯症状は本病の病徴としてよ〈目につくもの

ではあるが，しかし本病独特のものではなくしたがって

診断のきめ手にはならない。カラマツは他の原因による

場合でも急速に萎凋(しおれ)するときは梢端の軟弱な部
分は褐色になって篭曲，下向きになるものである。また
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第4図カラマツ先枯病患部の拡大表皮を破って
すこしく突出した病原菌の菌体（子嚢調

または数個群生し，直径170～500〆，高さ-150～300α，

孔口はやや突き出し，長さ60～120媒，内に多数の子蕊お

よび側糸を含む嘩5図)。子嚢は無色，根棒状，頂部円

頭状，基部柄となり，長さ120～140鰹，幅25～45灘，8

個の子嚢胞子を蔵す。側糸は径3座内外，分岐するもの

がある。子雲胞子は無色，単胞，楕円形～紡錘形，大き

さ24～34×8～17"陣6図)。

（2）柄胞子柄子殻は球形～扁球形，枝の表皮下およ

び葉に生じ，わずかに孔口がみとめられ，大きさ120～

245×170～210浬，分生子梗は通直，長さる～叩，多数の
柄胞子を含む。

柄胞子は無色，単胞，楕円形～紡錘形,長さ24～30〆，
幅6～9座(第10図)。

分

第6図カラマツ先枯病菌（|－|＝10似）

①子嚢，②子嚢胞子

患部に繩旨が出ることも本病の病徴の一つではあるが，

他の機械的障害によって傷ができてもやはり樹脂の謬出

をみる。なお枝枯症状をおこす病気はほかにも数種あ

る。このように肉眼的には先枯病によく似た症状がしば

しばみとめられるので，本病の正しい診断には十分慎重

でなければならなし､。以下われわれが多く経験する本病

類似症の主なものについてその見わけかたのあらましを

述べる。

（1）気象的障害風害，乾燥害などによって枝梢が傷

つき，急速にしおれるとその先端部は下垂，篝曲，赤褐

色に変色して，表面にはしばしば樹脂をみる(第7図)。

なお、すこし古くなったものでは枯枝の表面に黒色のカ

IEF(Cladosporiumsp.)や黒色粘質状の胞子塊(Pestalotia

sp.)が形成されることも普通にみとめられる。

（2）灰色かび病軟若な新芽の部分が褐色に変色腐

敗し，小枝は湾曲，下垂，その表面にはネズミ灰色のカ

E(Botrytiscinerea彫だ.)がおびただしく多趣に生成

ﾛ

《
《

第5図カラマツ先枯病鱗の繭体仔蕊調
フラスコ状容器（子蕊殻）中に多数の嚢状
物（子嚢）を含む（顕微鏡写真）×90

子嚢胞子の形成は前年雁病枝では4～9月の長期間に

わたってみとめられ，本年罹病枝では10月ごろから形成

される。一方柄胞子は7月～11月に形成されるので，
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伊藤：カラマツ先枯病の診断と防除
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第7図先枯病類似症左：台風による障害，右：

灰色かび病によって葉および幼精な枝が侵

されている×0.8 第8図胴枯病にかかったカラマツの枝患部の表
面に白色の胞子塊がみとめられる×1.3

される。これは環境が過湿な場合にしばしばみとめられ

る畷7図)。みとめられる･･……･…･………･･･……･…．．……･･胴枯病
（3）枝枯性病害先枯病によく似た枝柚性病害として病枝の外表を破って陥間部に微細な黒粒点（子嚢殻
は胴枯病[DiaportheconorUm(Des"z.)JWeSsZ=Phomo-あるいは柄子殻)が数個並列する礒3～4図)…先枯病
psisoccultaTγα"wso]と暗色枝枯病(Guignmrdia 同上.…...｡.…･･……．．…．．…･･･…･…･晴色枝枯病

cryptomeriaeSα""da=Macrophomasug1Hfz7"Ez)がb.湿室処理した後に患部を拡大してみると次の特徴が
ある。これらのうち暗色枝枯病はもともとスギの病気ある。

で，カラマツを侵すことは比較的少ないが，しかし時折白色の顕著な胞子角（胞子の塊り）が多数みとめら

カラマツに発生する本病は先枯病にはなはだよく似ておれる（第8図）・…………………･……･…．．…･…胴枯病
り，正確な診断は病原菌検査によるしかなく，それもき微粒黒点仔嚢殻あるいは柄子殻）に微細な白色物
わめて商度の知識を必要とする。次にはこれらろ種の枝仔蕊胞子あるいは柄胞子の集富ったもの）がみとめ‘

枯性病害の見わけ方を述べる。られる………･………･…．．…．．………･･･…･…･･･､．先枯病
，）病徴同上･……･･･………･…･…････………･･暗色枝枯病
枝梢は枝枯症状を呈し，幼令樹の主幹の患部はすころ）病原菌

しく陥凹することがある。寒さの害を誘因として発生徒手切片（または湿室処理によって噴出した胞子塊）
するものであるから多くは春にみとめられる･･･胴枯病を鏡検すると次の特徴がある。なお，この項はきわめて

枝梢に限って侵され，先端部は下垂，蝿曲して赤褐専門的であるから一般技術者の方々 は卜（してくださっ‘
色を呈し，患部はやや細くなり，またしばしば樹脂をてよい。

漏出する.….….……………････…………･･･……･･先枯病柄子殻の中に無色，楕円形～長楕円形の胞子(A-

小枝が枝枯症状を呈する.………･･･…･…･暗色枝枯病胞子）と，無色，釣針状の胞子(B一胞子）が混在す

2）標徴る')("9図）…･･･……………･………･･……･･胴枯病
a、ルーペで患部を拡大してみると次の特徴がある。子嚢殻あるいは柄子殻がみとめられる。子嚢の大き
患部の外表を破って微細な粒点がサメ肌状に一面にさは120～140×25～45",側糸を伴い，子褒胞子は楕
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伊藤：カラマツ先枯病の診断と防除

10影に達してし､るが，今後これ以上被害を拡大しないこ

と，(2)カラマツの新値造林は毎年5万ha以上実施するこ

とになっているそうであるが，これらの新たな造林木を

本病にかからないようにすることおよび，(3)現在罹病し

ている造林木に対する処置がそれである。これらの目標

を完全に達成するためには今後の調査研究にまたなけれ

ばならない分野がかなり多く残されているが，現段階で

いえることがらを次にやや具体的に述べてみよう。

1，検疫すでに記したように本病の分布は現在

のところ北海道と東北6県に限られている。それで本病

の未汚染地域では汚染地域からカラマツ苗を移入するに

当たっては搬重な注意を要する。この種の病気では，従

来みられなかった地域に発生する原因をよく調べてみる

と保菌苗が移入されてこれから四囲に伝染，新たな汚染

地域をつくることがひじょうに多し､からである。それで

未汚染地域では汚染地域から苗木を移入することは，で

きうればやらない方がよし､のであるが，どうしてもこれ

を行なわなければならない場合には雌重な検疫を実施し

て，無保菌苗の確証があるものに限るべきである。これ

は苗木だけでなく接穂およびさし穂の場合でも同様で，

疑わしいものは少なくとも1年間隔離栽培を行なって病

原菌の有無を恢重に調査し，無保菌健全なことを確認し

てからよそに出すようにする。

2，伝染源の除去苗畑に本病が発生するのは，ほと

んど例外なく苗床付近にあるカラマツの生垣，防風垣お

よび防風林などから病原菌の胞子が飛来することによ

る。それで，カラマツ苗を養成する苗畑付近では病原菌

の巣くつになりやすいカラマツの生垣などを除去しなし、

と薬剤散布による予防効果がひじょうに低下する。また

新たにカラマツを植栽する場合，たとえ無保菌苗を用い

ても付近に本病にかかったものがあったのでは常に濃厚

感染の危機にさらされるから，病樹は除去しなければな

らない。このことに関連して先枯病菌胞子の飛散距離が

問題になるわけであるが，ス1､ローブマツの発疹さび病

菌のそれにならうとすれば，危険距離は約1マイル(1．8

km)ということになる。苗畑では常に十分注意して，本

病にかかった苗はみつけしだい除去する。除去した苗木

および病枝はただちに焼却すべきである。

3‘無病苗の養成本病が今日のように広大な面積に

被害を及ぼした原因の一つとして，罹病苗が造林地に植

栽され，これを中心にしてまん延したと考えられる多く

の確証がある。それでまず何よりも無病苗を確保するこ

とが先決になるわけであるが，これには苗畑付近の伝染

源除去とともに薬剤散布が必要である。ところで，カラ

マツはひじ主うに薬害をうけやすい樹種であることおよ

円形～紡錘形，大きさ24～34×8～17〆（第5～6図)。

柄胞子2〕は楕円形～紡錘形，24～ろ0×6～9似嘩10

図）…．．……････…･…･…．．…．．……･･…････……･･･先枯病
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第9図カラマツ胴枯病菌の柄胞子（I－I＝10の
柄子殻にA,B2型の胞子が入ってし､る

み

B A
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ール、○〃
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第10図先枯病菌と暗色枝枯病菌の柄胞子比較

(I-I=10")A:先枯病菌,B:暗色枝

枯病菌

子嚢殻あるいは柄子殻がみとめられる。子鍵の大き

さは70～83×15～19襟，側糸を欠き，子嚢胞子は長惰

円形，大きさ18～20×7～8腰。柄胞子”は円筒形～紡

錘形，両端細まり，大きさ21～25×6～8浬（第10図）

...…....……...……...…．.………･…………･･暗色枝枯病

冬

8

《
《

防除法

本病の防除対策の基調としてはおおよそ次の三つがあ

げられると思う。すなわち,(1)本病の被害面積は北海道，

東北地方合わせて約7万ha,全カラマツ造林面積の約

1）これは柄子時代(Phomopsis)の胞子。本菌の子

嚢時代(Diaporthe)の形成はまれである。

2）柄子時代(Macrophoma)によって診断しなけれ

ばならないことが多い。両者とも柄胞子はきわめて

よく似ているが，暗色枝枯病菌の柄胞子は先枯病菌

のそれにくらべて長さ，幅ともやや小さくスマート

である。
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伊藤：カラマツ先枯病の診断と防除

8，被害林木の処置すでに本病にかかっている造林

木をどうしたらよいかとし､うことはさしせまって求めら

れている対策の一つである。

伐期に近い造林木で微害程度のものならば実害はあま

りないと考えてよいであろう。しかし，中害程度の大部

分および激害程度のものでは肥大成長はほとんどしな

い。それでこれらに対する処置はおのずからきまるわけ

であるが，伐期に近い微害木はそのままおいてもかなり

の成長は期待できるであろうが’一方これから病原菌の

胞子がｦ隊孜して付近のカラマツを侵す伝染源になること

はいうまでもない。

10年生以下の激害木および中害木の大部分は，ほとん

ど成林の見込みはないであろう。中害木の一部および微

害木では環境条件にもよるが，手段をつくせば何とか伐

期近くまでもたすことができそうな望みなきにしもあら

ずである。北海道大学磯学部五十嵐恒夫博士らの研究に

よれば，植栽6年後の造林木に対してジネブ剤（ダイセ

ン）500倍と抗生物質シクロヘキシイミド（アクチジオ

ン’ナラマイシン)3p.p．m．の混合剤瀝着剤グラミン

を10I当6cc加用）を1回，カラマツ1本当り200ccず

つ’6月中旬～9月上旬に7回茎葉散布することによっ

てある程度病状の進行を軽減し得たという。また同氏ら

は樹高が大きくて直接茎葉に薬剤散布の不可能な場合に

とるべき手段として，樹幹基部に謬透性薬剤を塗布する

試験を行なし､，樹高2～5mのカラマツに対してシクロ

ヘキシイミド0．1％油剤を幹に2回塗布することによっ

てかなりの防除効果をみとめたと報じている。しかし，

これらが事業的に採用可能だとかあるいは不可能だとか

を論ずる研究段階にはまだ至っていなV,ことはし、うまで

もない。

病害防除のために造林木に対して薬剤散布を行ない，

しかもこれが事業的に採用できるようにすることは至難

の業であろう。しかし，林業薬剤協議会を中心にして農

薬製造会社の研究陣，林木病害研究者および林野庁関係

技術者が強い連けいのもとに，本病防除薬剤に関する開

発的試験研究を現在実施しているので，きわめてむずか

しし､問題ではあるがー歩一歩世の要請に近づきつつある

ものと信ず者。

びはなはだしい伝染期間である夏～秋に，きわめて旧整

な成長をする。それでわれわれがこれまで知っている保

護殺菌剤の2週間間隔散布では所期の効果をあげること

が困難である。やや効果的なものはジネブ剤(ダイセン）

500倍液，シクロヘキシイミド(アクチジオン，ナラマイ

シン）ろ～5p・p.m.(p・p･m･は100万倍）および有機スズ

剤（ブチル系）500～600倍液などであるが，これらとて

も，薬害その他のことから完全防除にはまだほど遠い。

それで今後本病に卓効を示し散布回数が少なくてすむ

薬剤の開発を必要とするわけであるが，一方従来のカラ

マツ養苗技術にも検討を加えて夏～秋のいちじるしい成

長を抑えないことには，薬剤散布の間隔を極端に鰯宿し

なければならず，これでは実行がきわめて困難になる。

苗木に病腸翰がついて造林地に持ち込まれることを防

ぐために，苗畑で薬剤散市を行なうとともに，できうれ

ば山出苗を消灘して万全を期したい。これは苗の休眠期

中に謬透性の薬剤を用いて罹病枝中に存在する病原菌を

殺すのである。エチルフニネチニル水銀（シミルl･ン）

3,000倍液に1～3時間苗木の地上部を浸漬することによ

ってこの目的は達せられそうである。

4‘遥境回避カラマツの成長期に風当りの強い，い

わゆる風衝地で本病の波害がはなはだしいことは確かで

ある。それでこのようなところではカラマツを植栽する

ことは適当でなく，立地の調査にあたっては風一先枯病

を重要な一蕊項に加えてほしいものである。

5，樹種混交カラマツの一斉大面積造林が先枯病の

今日の大被害をもたらした一つの原因であることはどう

しても否定できない事実である。これはひとり先枯病だ

けに限ったことではなく，単一繊重の一斉大面祇造林は

ほかの病虫害に対してもはなはだ危険であるから，カラ

マツと広葉樹または他の針葉樹との帯状混交などはでき

ないものであろうか。

6.保護樹帯造成材縁が広謡封林でかこまれている

カラマツ林では本病の被害はきわめて溺殻である。これ

は成長期における風衝を避けることによる効果もあるで

あろう。それで広葉樹林を伐採してカラマツを造林する

場合には保謹樹帯としてその一部を残し，また広大な皆

伐跡地では保鯉柵帯を作ってほしし､ものである。

7，抵抗性クローンの利用激害林分の中に，ひじょ

うに数はすぐないが本病にほとんどかかっていないカラ

マツが見い出される。またグイマツは本病にやや抵抗性

である。それでこのような抵抗I生修鋪木の選抜あるいは

交雑によって本病に抵抗I生のカラマツを得てそれを植栽

することも，ずいぶん気の長い話ではあるが心がけてお

くべきであろう。

＆
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キにつぐ重要な木材資源に成長することは疑う余地がな

い。

これにたいして，その利用面をみると，素材生産量は

年間,1,039,000ma程度であり，この生産量も，わが国

における素材総生産量の約2％にあたり，資源とその生

産量は，一見，かなり均衡しているかにみえる。嘩2

表）

しかし，その用途くつ素材生産量を統計資料のうえか

らみると，カラマツ材の主な用途は，一般建築材，杭丸

太，坑木，足場丸太などであり，このうち，杭丸太，坑

木，足場丸太などの丸太材としての利用は合計485,000

m3で，カラマツ素材総生産愛の約45%をしめ，従来か

ら，カラマツ材の利用の中心をなしてきたわけである。

ところが，近年，石炭産業の不況，コンクリー'､パイ

ルの進出等によって，坑木，杭丸太などの需要はむしろ

次第に減少する傾向をしめしているといわれ，これにか

わって,建築材，土工用材等に新しい需要を開発する必

要にせまられている。

従来，カラマツの製材品は一般に乾燥に伴う狂いや干

割れを生ずるものがおおく，仮設的な材料として使われ

る以外は，きわめて低品質のものとして，その用途は特

殊なものに限られていた。第2表の総計資料からみても

一般建築材としての生産型は約365,000m3で，この用

途にたいする総生産量のわずかに1％程度にすぎない。

また，パルプ材としての利用は，年間，約47,000m3

で，パルプ用材の総生産蝿のわずか0.5％であり，カラ

マツ材のパルプ材としての材質的な問題点9)や素材の生

産磯とパルプ材の材↑iliとのひらきなどのために，この分

野への利用が急速に開発されるとはおもわれない。

このような状況のもとで，近い将来に，若い造林地か

ら増産されてくるカラマツ材にどのような用途が与えら

れるであろうか。

成長量がすぐれているから,植えるだけ植えて,愛だけ

確保しておけば，あとは何とかなるだろうと考えていた

カラマツ造林も，このへんで真ケンに反省してみる必要

があるだろうし，同時に，低品質の原因であるとされて

いる製材品の狂いや干割れなどの実態をあきらかにし，

この種の用途にたいして，カラマツ材の利用価値をたか

めうるかどうかも検討しなおしてみる必要があろう。

林業試験場木材部においては，昭和57年度から，カラ

マツ材の用材としての品質の実態調査に着手しているの

で，この調査結果をまってカラマツ材の利用にたいする

指針を検討する予定である。

ここでは，既往の文献を手がかりにして，カラマツ材

の材質の纈敦とその利用上の問題点を提起するにとどめ

ざるをえない。

カラマツ材の材質の特徴と
●

その利用kの問頴点

加納孟

『

カラマツはその成長量がすぐれているために，古くか

‘ら主要な造林梛腫としてとりあげられ，現在その造林面

積は500,000ha,蓄積は24,161,000m3にたっしている。

この蓄稜はなお，わが国におけきる針葉樹の総識責の約

2％程度にすぎないが，嘩1表参照）年々 約60,000ha

におよぶ新植がおこなわれており，近い将来スギ，ヒノ

第1表カラマツ林の蓄積
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林野庁編「全国森林資源調査の概要について」昭57年

第2表用途くつカラマツ素材生産鍵(昭和弱年度）

年間素材生産量年間カラマツ素材生産量
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農林省統計調査部編「推定素材生産量および木材需給動
態」昭和55,36年

北海道林務政課編「北海道材業統計J昭35年

筆者：林業試験場木材部材質第二研究室長
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加納：カラマツ材の材質の特徴とその利用上の問題点

と述べており，植栽カラマツのなかでも，樹令の若いも

のは，著しい回旋木理のために乾燥にともなうねじれの

欠点がおおいことを経験的にみとめている。

ここで,われわれはカラマツ材の材質的な欠点が､その

樹令によって変動する様子を検討してみる心要がある。

カラマツ材の材質の特徴

年輪構造

カラマツ材の年輪は，春秋材細胞のきわめて明瞭な推

移によって形成され，この材の著しい特徴の一つになっ，

ている。

また，年輪構造に関する最近の研究8)によれば，カラ

マツ材の秋材率の大きいものは，その秋材細胞膜が脳事

していることがしられており，欧州カラマツで，いわゆ・

る"WmfWinche''として区別されているものは，風衝

地に生育したカラマツで，秋材率の著しく大きい年辮撒

造をもつものといわれている。

写真1～3は，樹令70年生のシンシュウカラマツにお

ける年輪総造の変化をしめしているもので，樹心部にち．

かい広ﾚ､年輪幅の材や秋材率の著しく大きな材部におけ

る秋材細胞は，高樹令の狭い年輪幅にあらわれている秋

材細胞にくらべて，その形態上，かなり著しい差異をし

めし（樹心部のもの，または秋材率の大きい材部にあら

われる秋材細胞は概して小さく，膜厚は厚く、かなりか

どばった形をしている）一見，アテ材にかなり類似した

櫛造をもつもののようにおもわれる。

カラマツは，概してスギ，ヒノキの植栽が困難な海抜

高のたかい地域に植えられている例がおおく，このよう，

な地域では，おそらく，かかる異常総置の材が普通にあ

らわれているのではないかとおもう。このような異状栂

造の材は当然，異常な収縮をおこすもので，カラマツ材

の狂いを考えるうえで見逃すことのできない問題である

回旋木理

回旋木理が製材品のねじれ，干割れの原因であること

はあきらかであるが，騎丘の研究の結果い，針葉樹の回，

旋木理の傾斜角は樹心のちかくで最大で，樹心から遠ざ

かる（樹令を増す）とともに次第に減少していることが

あきらかである。大倉氏3〉はこの現象を、ねじれかえ

し、と呼んで，カラマツについて，この現象があきらか

にみとめられることを観察している。この回旋木理の樹

令による変化，製材品の狂いに影響する傾斜角の程度，

および，この傾斜角の穏更が丸太の材面で判定しうるか

どうかが，今後の課題として解決されねばならなし､o

Corewoodの特徴

一般に，カラマツ造林木ではその樹心部に，年輪幅の

広い，粗しようで軽い材部を形成する。これは”通常童

第5表カラマツ材の強度および伸縮性能
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二

カラマツ材の強度と伸縮性

カラマツ材の強度性能および伸縮性を第3表にしめし

たが，無欠点の小試片についてもとめられているこれら

の数値は，スギやアカマツの数値とほぼ等しく，これら

の数値の比較のうえからは，カラマツ材が前述のような

低品償のものであるという理由は全くみとめられない。

しかし，カラマツの実大の長柱についてもとめられて

いる強閲生能をみると7〕、その挫屈応力度は平均86kg/

Cnl2で無欠点小試片の圧縮強度のわずか30%で，この値

は，通常の構造材として用いられている樹種の数値にく

らべて異常に小さい。この結果は，カラマツ材の実用寸

法のものには強度を低下させるような欠点がかなりおお

く，緋造材としてきわめて可荊であることをしめしてい

る。

一方，天然カラマツは人工植栽のカラマツにくらべて

乾燥による狂い（そり，ねじれ）や干割れなどの欠点が

すぐないことが経験的にしられており，その美材はすぐ

れた建築材として尊ばれている8)。また，榧演カラマツ

についても，樹令のたかいものほど，これらの欠点はす

ぐなくなると考えられており，望月氏はすでに30年前カ

ラマツ材についての経験として'>(原文のまま）

”...､間伐材のときは木理がねじれており，角材にする

と傾斜した割目を生じて狂いが出来るから建築材

としては使用されなし､。然しこの欠点の木が生長

するに従って，ねじれがもどり,真画こなります。

』

言
《
》
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カラマツ材の材質の特徴とその利用,上の問題点加納
一一一一一p一一一一一一

…一ー
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9

写真ろ樹令の高い幹の周辺部にお
ける年輪幅の狭い材部
秋材率は比較的小さいが，春秋材
の境界はきわめて明瞭で特徴的な
カラマツの年輪構造をなしている

写真2秋材率が著しく大きい材部
秋材細胞膜は肥厚し，全般に角ば
った形をしている。

写真1しorewoodにおける年輪幅
の広い材部
春秋材の推移はやや明瞭で，秋材
細胞は概して小さく，膜は肥厚し
全般に角ばった形をしてし､る。

●

《
《

Corewood(未熟材）と呼ばれ，その周辺の材(Outer

wOOd)にくらべて著しくその材質を異にしている。、

針藥樹のCorewoodの特徴のうち(1)繊維長が短いこ

と。(2)繊雛のFibrilangleが鈍角であること。(3)アテ

材の出現がおおいこと。

などは，いずれも材の繊維走向の著しい収縮の原因とな

り，このため，樹心部の材に狂いや干割れなどが大きく

なることも容易に想像される。

木材の辮惟走向の収縮率は一般にきわめて小さく実用

上，問題になることはほとんどないがカラマツ材の材質
を考えるうえにはおそらく無視しえない特徴の一つであ

り，これにたいする研究も当面の課題になるであろう。

また，このCorewoodの形成は枝の枯れ上がる経過

と密切な関係があり6>したがって，枝打ち，間伐などの

保育の経過とも関連するものである。弱い間伐を繰返え

－23－

写真4主枝が枝打をされた後その側
枝から発達した萌芽



加納：カラマツ材の材質の特徴とその利用上の問題点

写真5幹の外傷（人皮）の位霞から

発達した崩芽

して実行した間伐試験地のカラマツ材は普通の造林地の

ものにくらべてCorewoodの形成はかなり小さく，こ

のような林木から採材した製材品には乾燥後の狂いや干

割れがきわめて小さかった。このことは，カラマツ材の

材簡をかえうる一つの可能性をしめしているものといえ

よう。

節

カラマツ材の材質を考えるうえで，節についての特徴

も見逃すことが出来ない。

一般に，カラマツの枝は互生で幹材に節の集中するこ

とはすぐないといわれているが，度芽にちかい枝だけが

長く生存し，他は次第に枯死して輪生状を呈するように

なる。したがって，伸長成長の衰ろえた幹の上部では，

大径の節の集中度がかなりたかく，用材としての品質は

低下していくことになる。

また，カラマツの節について纈敦的であることは，萌

芽による節の発生がおおいことであり，この萌芽節は，

写真4～5にしめすように，主絞が枝打ちされた後にそ

の側枝から発生するものや，幹の外傷や入皮の位置から

発生しているものがおおく，これらの節は通常の梯茄に

くらべて，かなり大径のものになるから製材品にあたえ

る影響も無視できない。

カラマツの製材品は韓桑すれば狂うから生材のままで

叡引がおこなわれ，大エさんは生木のままで使ってしま

うことがコツであるとされている。まごまごしていれば

狂ってきて，売りものにも使いものにもならなくなると

､し､われてきた。事実そうだろうか。

カラマツ材にたし､するこうした不評におかまいなく，

一方では，植栽カラマツの伐期令は次第に若くなり，も

つばら短伐期の施業がとられてv､る。

材質にたし､する要求が生産の目標になることなく，た

んに，成長量の確保だけが目標であるというのであれ

ば，この材の用途開発をかんがえるということなどは，

全くナンセンスでさえある。

欧州カラマツについては，従来から，主伐木を建築材

として利用することを目標にして，かなり長伐期の施業

がとられていることに考え及んでみたいものである。
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･蕊"……新年によせ て

林道が森林資源の開発を主目標にしつつ副次的に果し

てきた公道的役割は，昨年度から実施されている山村振

興林道に対するきわめて強い要請からもうなずけるので

あるが道路整備事業が都市と都市を結ぶ平野部に集中さ

れている実情からしても，山間部における路網の整備は

林道の拡充以外に期待できず，上記の計画は，道路政策

上からも大いな意義を有するものといえよう。ところ

で，林道の量的な拡充は，ただちに地元負担の増加を意

味するので，この面での配慮が欠けると絵に画いた餅に

なるおそれがある。

適正な補助率の適用と，地元負担金の確実な裏付けが

要請されるゆえんである。

補助林道の採択条件や補助率算定の方法は，新しい林

道の性格からして改めねばなるまし､。特に長期見通しに

よる造林而穣の計画的拡大（昭和60年度末までに民有林

人工林面積を1,000万haにする）を達成するためには，

この要素を折り込んだ条件設定が必要であろう。

できる限り補助区分を整理して簡素化することも適切

であろう。

さらに奥地大面積の森林開発にかかる基幹的林道につ

いては，県道に準じた取り扱いがなさるべきであろう。

地元負担の調達については，地方公共団体に対し地方債

の拡充が，森林組合に対しては農林漁業金融公庫融資の

拡充が要請される。

特に，公庫融資の場合の融資金利が補助事業について

年7分8厘というのは，股道の6分5厘に比べて1分も

高く，この改訂引下げも考慮されねばなるまい。

最近，公庫からの林道融資の低調なのは遺憾である。

これは融資条件，手続にも一半の理由があるが，借り受

けようとする森林組合の林道を媒介とした林業経営意欲

に積極性が見られぬのはどうしたことであろうか。

森林組合が経営地域拡大に伴い組合員も増大し，ため

に林道に関係する組合員の比率が低下して全体的な関心

が薄くなるおそれがあるとすれば，土地改良法の土地改

良区にも似た林道区を設立して開設責任を明確にし林道

の負担金徴収を容易にする方法も考える必要があろう。

林道法の箭碇を望む声もかなりある。林道の性絡を明

定し，開設主体，維持管理主体を明らかにするとともに

補助率を法定して負担の適画上を図るためには，単独法

の制定が最も望ましい。しかし，林道が共同利用施設と

しての性格のもとに今まで開設，利用され，用地取得も

不動産登記もないまま管理されてし､る実体からすると

き，これを一挙に急変させることはかなりの混乱が予想

され，上記のような量的拡充を完遂する上に逆効果を招

◆林業の基本的施策について◆

若江則忠

林業の基本問題が論ぜられてからすでに5年余，客年

10月26日，中央森林審議会は，林業の基本的施策につい

て答申するところがあり，新しい林業の基本政策はおお

むねこの答申にそいつつ，遂次，具体化されるわけであ

るが，今のところ新年度予算も法律案も決っておらず，

したがって具体的な内容を述べる時点でもないので，前

記の答申にかんがみて誰ずべき二，三の重要施策につい

て述べて見たい。

その第一は生産の増大と生産性の向上をはかるための

施策である。

林業経営全般の改善発展をはかりつつ山村地域経済の

振興に資するためには林道の計画的な開設，改良を祇極

的に推進しなければならぬことはいうまでもない。すな

わち，民有林の中でなお未開発のままとり残されている

林分の面績は3,652千haもあり，この開発に要する林道

の総延長は52,250kmと算定され，これを既往5カ年の

平均実積2,000kmで進めるとすれば実に31年も要する

計算になるからである。

先に公表された「林産物の需給等に関する長期見通

し」は'10年後の木材需要量を約8,400万nl3と推計して

いるが,その年の国内生産量は6,800万In3で,不足分の

1,600万rn3を輸入にまたねばならぬとしている。

この場合，国内生産量のうち民有林の素材生産量は

4,400万rn3でこの量を確保するためにはこの10年間に

37,420kmの林道開設が必要であるとしているのである

が，この計画量を10年間に均等配分すると1カ年平均

5,742kmとなり，既往の年平均実績2,000kmに対比し

て8割増しのペースが要請されているのも無理からぬと

ころであろう。

ここ数年，わが国の経済成長は異常に高いテンポで進

んだため，社会資本の充実がこれに伴わず特に道路整倫

において著しい「ずれ」を示していることは説明を要し

ないところである。

しかも，艇山村地域の所得は，都市のそれに比べて著

しい隔差があり，この地域隔差を解消するためには，職

造改善，磯林業経営の近代化もさることながら，般も基

本的な施殺である道路網の整附を先行せしめねば諸々の

施策も所期の効果をあげ得ないであろうことを指摘しな

ければなるまい。
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新年によせて

くおそれもあり，むしろ実体を徐々に改善しつつ既成事

実の上に立って法制化すべきが順序であると思われる。

以上述べた通り，林道事業には解決すべき多くの問題

点がある。大正15年（昭和元年）度から始められた林道

の補助制度もまも．なく40周年を迎えようとしている。画

期的な林道施策の砿立こそ最も望まれるところである。

第二は，林業経営基盤の整備と企業的林業経営の推進

ｩこついて考察しよう。

中央森林審議会の答申は「生産に関する諸施策の実効

を高め．かつ，林業従事者の所得の均衡的拡大をはかる

ため，経営の計画化等を推進するほか，次の諸施策を実

施する」としてその(1)に，「家族労働力による林業経営

の近代化」を，(2)に「雇用労働力による林業経営の近代

化」をあげ，とくに，まえがきの項の末尾で,｢前者を後

者に比し重視するものではない」ことも断わっている。

これは，基本問題の答申が家族経営的林業者が将来の

林業経営の担い手であるかのような印象を与えたことに

対する一種の反発とも受けとれるが，むしろ時間的な経

過において嘩本問題調査会の論議不十分なところを中

央森林審議会で補いつつ）このような結論に移行したと

見るべきであろう。

さて，林地所有の零細性についてはここで改めて述べ

るまでもないが，(1)にいう家族労働力による林業経営の

実態を1960年世界磯林業センサス林業調査から眺めてみ

よう。
一

ff)家族労働力による林業経営は，全森林面積の51

％，民有林面積の46影を占め，全林業事業体の89％の事

業体によって営まれている。

㈲林家の94％は艇家であり，また，幾家の42％が林

家でもあり，家族労働力による林業経営と艇業とは密接

不離な関係にある。

ヤウ家族労働力による林業経営は，一般に零細性が強

く，1町以下のものが59％に達するが，面穣ではわずか

¥こ14影にすぎない。しかし，すでに農林業のみで自立し

うる経営規模を保持する家族林業経営も7％あり，面積

では36影を占める。

このような家族労働力による林業経営は，山村の若年

労働者の離村傾向からする雇用労働力調達の困難性や，

小径木需要の増大，早期育成技術の進歩等から見て，そ

の発展のための環境は一層成熟してきたように考えられ

‘る。

しかしながら，あまりに零細な林地保有では生産の増

大，生産性の向上，ひいては所得の増大も期し難いので

合理的な経営規模の保有が必要となる。

この場合，合理的な経営規模とは具体的にいってな『－

がしの広さであるか一

センサス林業調査の「保有山林面積広狭別労働力投入

量および自家労働力投入率」を見ると保有山林面讃5～

10町の階層では，保有山林1町当り投入労働鐘はワ.6人

で自家労働投入率は75％を占め，人工林比率（保有樹林

地に対する人エ林面積比）も平均的な35％を示し，植林

の間断年数は2.1年，販売のための伐採の間断年数は5

年で，同じような階層者の協同経営または協業により家

族労働力を十分に活用して生産性を高め，所得（農地保

有面樹.0～1.5町のとき，林業所得への依存度は30％程

度と推計される）の向上を期しうると思われる。また，

この階層の所有者は，別の調査によれば，山林所得～経

営意欲も高いとされているので，家族林業経営の目標を

5ha以上の林地を保有するところにおくことはおおむね

妥当であろうと考えられる。

したがって，現に1～5ha程度の山林所有者につし､て

分収造林制度の積極的活用（都道府県知事のあっせんの
凸

強化)，林地取得のための融資の拡充，入会林野の権利

関係の近代化を推進して経営規模の拡大に資しうるよう

に努めねばならない。

国有林の活用も，特にその分布が高し､地域について

は，十分に考慮されねばならなし､であろう。現に，国宥

林の第三種林地は部分林，共用林，農業用地として地元

の利用に供せられているが，今後さらに，国土の保全上

または国有林野事業の経営上支障をきたさない範囲内で

家族経営林業の場として供与されることとなろう。

もっとも，この場合でも協同経営，協業化を促進し，

あわせて権利の他への流出を避けるために生産森林組合

等の近代的機能集団の設立が望ましい。また施設森林組

合が林地の権利移動につき組合員に便宜を供与しうるよ

うに制度改正をし，その林地取得に要する擬金の融通措

置を講ずることも有効であろう。

いずれにせよ，家族労働力による林業経営の近代化

は，経営基盤の整備，拡大にまつところ真に大ではある

が,森林所有者自らも長い経営期間を通し,新技術導久
による作業の能率化，機械化等につとめ所有の林地から

最大限の収益をあげうるよう積極的な努力をいたさねば

ならぬことはいうまでもない。

（2）の雇用労働力による林業経営の近代化は，その経

営する森林面積がわが国森林面積に占める割合からして

もおおいに要請されるところであるが，最近，これら林

業者が林業経営者協会という組織のもとに，従前とかく

財産保全的といわれてきた経営方法を積極的に近代化し

ようと意欲的な動きを見せており．自主的な経営計画の

編成，機鯛上の促進，林業労働諸条件の改善等の措置に
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新年（二よせて

よりよくその目的を達成されることを期待したい。

この場合，側面的な協力措置としての林道の整備，技

術の普及指導ならびに税制の改訂等に配慮が加えらるべ

きは当然であろう。

第三は，林業振興資金制度について述べよう。

中央森林審議会の答申は，七つの重点施策にふれたの

ち「以上の諸施策の推進のため，新財政投融資を拡充す

るとともに，林業振興のための資金制度の創設等，林業

に関する金融制度および税制の改善を行なう」としてい

る。

林業経営のための資金融通には，林業経営維持改善賃

金があるが，育林地が20ha以上の森林所有者はその対

象にならず，木材等の流通金融面においては，商工組合

中央金庫，市中銀行の協力を得てきたが将来の木材需給

および価格の安定に資するためにはこの際，強力な金融

措溌を講ずることが絶対要件とされており，特に，木材

関係業界の要請はまことに強いものがある。

この場合，林業振興資金は，森林経営資金（保育管理

讃金と林地取得擬金等）と運転資金（種苗，立木，素材

等の購入，生産に必要な資金）に区分されるが，前者に

ついては利子補給と債務保証が，後者につし､ては債務保

証が必要とされる．

運転資金につし､ては，現在，各都道府県にある中小企

業信用保証協会が債務保証を計っており，木材関係業者

もこれを利用しうるし，また利用しているのであるから

ことさらに別個の保証協会を設ける必要がないというの

が反対論の立場であるが，資本装備の必要な零細企業体

である木材，製材業者が扱う素材，製材品が国民経済上

かなりのウエイトを占める生産資材，消饗物資である限

りにおいて国（木材等の主管省である農林省＝林野庁）

が流通対策としての金融措侭を誰ずるのは当然の建前で

あろう。要すれば，国から商工組合中央金庫に応分の出

費または余裕金の預払を行ない，原資面での増強を図る

ことも必要であろう。また，保証協会に対する出資も一

般会計から払い込むことが困難であれば，国有林野事業

特別会計の特別穣立金を林政協力の一環として取り入れ
ることも考えられる。

いずれにせよ，林業政策上，画期的と称せられる林業

振興資金制度の創設を各位とともに期待し，その実刻ヒ

ルこ努力したい。

なお，他にふれねばならぬ諸点も多く残されているが

改めて記述することにして，この辺で淵筆する。

（筆者：林野庁指導部長）

◆トンデモナイコト◆

厚味荘之助

これから申し上げることは，専門家からみればミトン

デモナイ竜といわれるかもしれません。あるいは逆し三

わかりきった、アタリマエ簿のことであるかもしれませ

ん。いずれにせよ，、しろうと、の申すこと，新年のお

愛蛎としてお聞きとり願いたい。

（1）まず，材蒙における機械化について。

一体林業の機械化の今後における見通しについては，

いるし､ろの意見もありましょうが，電鍵業におけるほど

には到圃申ぴにくい，また伐木・造遮材部門よりは育林

部門の方がより困難であるというのがおおむねの通説の

ようであります。ものの本にも，現用機械として伐木に

チェンソー，集運材に集材機，木よせ機，諒遁，架線な

ど，育林に苗畑用機械（これは農業用のものとほとんど

かわりなし）穴堀機，自重肘直付機，下刈ロータリなどが

例示されているに止まり，とくに育林用機械の見通しに

ついては、現状では手作業用器具に毛の生えた程度の機

械に甘んぜざるをえない，抜本的対策にはほどとおい受

といった趣旨の調現的な見通しが記されています。

はたして将来もそうでありましょうか。5年,,10年の

後のことはわからぬといってしまえばそれまでのこと。

私は，10年もたてば，育材部門ですら目の覚めるような

機械化が行なわれるにちがし､ないと，あえて信じたい。

労力流出および労賃単価上昇の傾向からいっての械業

機械化の必劉生とか必然性については，釈迦に説法，い

まさらここで申しません。

ところで日本の農業において，とくに水田農業におし、

て，その作業面に航空機が実用されるであろうなどとい

うことを,10年前に考えた人ははたしてどれ位あったで

しょうか。農林水産業に航空機を利用することの開振音

は，ご存知のとおりアメリカであって，現在4,500機程
今

度の航空機が稼動しているほどの活況でありますが，ヨ

ーロッパでは大分おくれて，1959年に国際農業航空会議

がオランダで開かれ，技術交換を行なって，以来穣極的

な開発が行なわれつつあるようであります。さて，日本

での航空機利用は，ヘリコプターまたば小型飛行機の形

態でとりあげられ，昭和28年水稲のいもち病，森林病害

虫の防除にその端緒が開かれたわけであります。

その後の発展経過を概観してみますと，農業におし､て

は，5年間の試験的な期間をへて，35年から水稲，果樹

の病害虫防除に急速な普及をしめし，実施面讃でいえば

53年1千町，34年4千町，弱年18千町，36年100千町．

6

■

一
＝一

1

B

1 －

－27－



新年にょせて

すが，育林管理の作業の場が傾斜の急な地上にのみ限定

される理由はなく，空中での作業，空中との連けい作業

に活路を見いださざるをえなくなり，そこに新しい作業

体系が編み出されてくるものと思います。試験研究陣営

の格段の活躍と，これを段階的に実用化せしめる経営者

側の理解と協力が，当面の課題であると信じます。

（2）つぎは針葉樹の単純一斉造林についてひとこと。

これの利害については以前から論議のあるところのよ

うで，こと改めて私もここでは申しませんが，寒冷湿潤

な積雪地方においては特に検討を要する事項が多いにか

かわらず，なお広汎に継続されてきたのには，それ相応

の現実的な理由があったからでありましょう。それはそ

れとしても，最近のカラマツ先枯病のまん延によって，

改めてこれの検討が具体的なテーマとしてとり上げられ

ざるをえなくなっていることには，私たちに考えさせる

何かを含んでし､るように思われます。

適切な例とは思いませんが，おなじく最近，中国。四

国を中心にしてそのほか東海・九州の一部においても猛

威を振っている水稲のミシマハガレ病について，少しふ

れてみましょう。くわしくは知りませんが，これは，5

月上旬末から下旬はじめ頃にわたって植え付けられた水

稲だけが対象となるようで，しかもその付近に，ラジノ

クローバーなどの牧草畑があった場合に，その水稲の葉

が，6月末から7月半ばにかけてほとんど枯れてしまう

というやっかいな病害です。牧草畑で越冬したビールス

が，為ようどよい時季に植えられた適格の稲を見つけ

て，これ幸し､とあらし回るわけですが，その時季を外し

て植えられた水稲ばかりであれば何の被害もないし，ま

た適格の稲であってもクローバー畑が付近になければ無

事のようであります。しかし，一旦発生したら次々と水

稲にまん延することになります。これの防除方法，薬剤

についての目算は今のところなく，ましてやこれへの耐

病品種の育成は今後の課題であって，農業技術陣は目下

頭をかかえた恰好のようであります。どうしてこうした

病害の発生を見るに至ったか。農業の新らしい方向とし

て,水稲の早植技術が確立され，酪農が普及し,また田畑・

輪換が地に足がついてきて，これらの技術が磯民の作付

体系，経営体制にひろくしみこんで来たからこそ，これ

まで未知であった大敵を発見する機会をつかんだともい

えましょう。農業技術はこれをどのようにして乗りきる．

か，関心のもたれることであります。しかし腱業におけ

る作付体系の一部手直しにしても，品種改良の問題にし

ても林業におけるそれらが何十年の長年月を要するのに

比べて，まだまだ応用動作が利き，相撲の土俵が広いよ
●●

うに思われます林木は農作物ほどの細かい神経とか弱い

37年267千町(計画）と，全く目を見はるほどの伸びを示

しています。なお37年には一部地域での試験とはいえ，

水稲の直播が成功裡に実施され，除草剤の散布施肥な

どとともに，今後の開発が大いに期待されてし､るようで

あります。さらに牧野においても，草質改良のための播

秘選択性除草剤，施肥，家畜衛生害虫の防除などが，

開発テーマに上っているようであります。

そこで林業においてはどうかといえば，たまたま北海

道の風倒被害による害虫防除の必要性が起ったこともあ

って,29年から31年にかけて約82千町に対し利用した後

は、2年間たいした実績もなく経過し，54年以降におい

てはほぼ毎年，病害虫防除で4千町見当，野そ駆除で

60千町（平均）くらいの規模で利用されているようであ

ります。そしてその利用の主力は国有林であり，しかも

北海道のそれであって，その他の地域，民有林における

普及は,農業における状況とくらべ,かなりの懸かくを

感ぜざるをえないのであります。

もともと平坦地における農業と，各国の内でもすぐれ

て急峻，山岳的な日本の林業とでは，気流の条件相達も

あって，その操縦技術においても，機体性能にしても，

一段の工夫を要することはもちろんでありましょう。し

かしそれらの克服はたいした困難ではありますまい。航

空機自体が，ここ5～10年内にどれほどの質的変貌をと

げるか，おそらく需要側のテンポに先行することにまち

がし､はないでしょう。航空機利用の単位面積当りコスト

の動向も農業を主とする他事業のめざましい需要増によ

って引き下げの方向は可能でありましょうし，林業自体

の今後の需要いかんが，その方向の角度を決定する大き

な要素でもあると考えられます。

要は，林業経営内部における機桝上の必鯛生の認識の

問題であり，また機概上への道の阻害要件克服の問題で

もあると思います。私は，もちろん，機械化の問題は航

空機利用だけにあるとは考えません。地上でのもろもろ

の林業用機械の改善開発は当然のこと，林道の画期的な

伸長,新しい14能をもち新しい施用に適した肥料,薬剤

の開発が前提もしくは併行条件となることは言をまちま

せん。さらには育種の考え方造林樹種の問題なども，こ

れと関連のある事項としてとらえるべきでありましょ

う。

多少暴言にわたるのも許していただけば，これまでの

育林管理の識善隣は，労働集約的な果樹園経営らしきも

のを対象にしているとすら感じさせます。これからの管

理は，もっと労働粗放的なものでなければ維持しえない

でありましょう。だからこそ，従前にもましてより合理

的，計画的な経営態度が要請されることにもなるわけで
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生命を持たないにしても，それらの問題については，早

急な方向転針のきなかい性終のものである以上，林業と

してはよほどの見通しと安全度をもって体系を織成しな

ければならないでしょう。

針葉樹の単純一斉造林については，カラマツ先枯病の

発生にからむ問題以外にも，造林体系としてこの際改め

て検討すべきことはないでしょうか。

（筆者：林野庁林政部長）

◆日本林業と林業教育◆

O

太田勇治郎

林業の担い手

日本には今日まだ林業の近代的経営はほとんど成立し

ていないといっても過言ではあるまい。私有山林の一半

は農家の自給経済に供用されたので最近造林の行われた

ものも少なくはないが，自家労力により主業の片手間に

行なわれ農家経済の補完的役割をしているに過ぎないの

で，それ自身は全く独立性をもたないのであるから近代

経営者と呼ばれる片影だにありえない。農家の自給経済

の枠に入るものに共同使用の林野がある。これはいうま

でもなく旧入会林野であって今日まだ共有，区有または

市町村有の形式の下に共同の使用が行なわれているもの

が残されており，これには管理銭関はあっても不完全で

あって経営組織はほとんど成立していない。ところが五

十町歩以上の山持ともなれば森林の経済機能の家政にも

つ重さが大きくなる。この中には先祖伝来の家産として

漫然と継承し，立木が売れれば伐るといった消極的体勢

からぬけ切れない向もまだ残されているが，多くはその

経済的利用に関心をもつようになっており，その内には

人工造林によるいわゆる優良林業地を形成するに至った

地方もあり，その来臓には時代的差異はあっても進歩的

である点においては変らないであろう。この外に林業に

進出した産業資本がある。この材鐸は在来の農村的林業

とはその性格を異にするけれども，その多くはパルプ事

業などの必要からくるいわゆる産業備林として出発した

ものであるから純林業的企業ではない。そればかりでな

く，一部の例外を除いて目下造林投資の段階であって完

全なる企業的活動を行なうには至っていない。これら民

間にはかなり進んだ企業的林業も出現してきたけれど

も，総体としては自家経営が支配的であり，生産技術の

水準からいっても単純なる人工植栽に重点があって，林

分撫育ないし林地培養あるいは撫育的作業を前提とする

高い水準の技術などはこれを受け入れるだけの素地がな

新年によせて

く，辛うじて植栽本数とかプリミチーブな施肥などが論

議せられ，育種に関心をひかれている程度であり，経営

の組織について近代会計学の原理に基づき，計画生産秩

序を確立するまでに至っていないので専門の経営管理者

を必要とするまでに進化していない。故に林業要員を雇

用するとしてもその能力または資格について特に重点を

おいていない。

市町村の取得した林野のうち木林生産に利用するよう

になった土地は，それぞれの理事者の管理に属するけれ

ども，その経営のために特別の経営管理棲関をもつもの

はきわめてまれで，近代産業的活動をなしうるような気

配は全く存在しないばかりでなく、財政上の都合により

立木を一時に伐採して資金調達産はかろうとする一種の

俄蓄財産であるから，そこには正規の企業的経営は成立

しえない状況にある。また北海道及び山梨県を除く以外

の府県有林は，元来行政上の目的をもって設定せられた

ものであるから，そこにも企業的意識が先行することば

ない。

北海道及び山梨県有林の経営は国有林の経営とその性

絡が近似している。これらの森林は経済的成果を目棟と

して経営せられ，官公吏の手によって運営せられ，いわ

ゆる管理者経営になっているけれども．その実質は一般

的行政官吏の支配に隷属しているのである。管理機関の

機成及びその職能は一般行政官庁と同一原理によって組

織され，その職員構成は階級的ピラミッド型の官縦制に

よっているのである。また事業の執行これに伴う事務処

理の方式もいわゆる官僚方式であって，そこには非行政

的な経営経済の運営体制は成立していないのである。た

またま林業の専用教育を受けた職員が採用されたとして

も一般行政官吏の補助員たるに過ぎないし，それらの職

員が営林局署長などの高級官吏としての地位もえたとし

てもそれは一般行政事務に卓越するに至ったものとして

特別に抜摘されただけであって，それらの地位に林業専

門家でない一般行政官吏を任用する方がむしろ常道であ

る。この結果としてこれら林業機関に勤務する官公吏は

一般的行政官僚と全く同一の性絡を常ぴるようになり，

企業者的性格ば全く発達しないのである。現に多くの営

林署長はその輩下に管理官偏り署長)，課長，主任等々

階級的組織の職員組織の上に鎮座してもっぱら印をおし

て壌務処理を行なう組織となり，木材生産工場である現

業は担当区員と労務者によって支配され，経営の計閲に

ついても，産物処分についてもほとんど自由性なく上司

の命令によってデスクワークに従事している。故に営林

署長は特殊素養を必要とせず林務の経験があれば十分な

のである。この関係は上級官庁たる営林局ともなれば一
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新半によせて

っては腱林省・都道府県・帝室林野局及び朝鮮・樺太。

台湾などの官庁を主とし外に学校，パルプ会社など民間

に向う人も若干あったが大部分は官公吏となり，需給ほ

ぼ均衡をえて完全雇用が曲りなりに成立していた。しか

るに戦後の新制大学成立による大量供給が実現せられた

のに反し，需要の方は反対に減少してきた。それに外地

を喪失したこと，その外地から相当多数の林業要員が引

きあげてきたこと，国内の国有林・北海道国有林・御料

林の三者が合併せられ，それら所轄官庁の要員を合流す

ることになったこと，さらにこれら関係省庁の出征職員

が帰還したなどの事由により職員数が急増したため毎年

新規採用数は戦前に比べかえって減少する傾向を示し

た。これに反し戦後パルプ業のブームによりパルプ材の

伐出集荷業務に採用され何とか就職の道を発見されたけ

れども最近に至ってばはなはだしい供給過剰を示してい

る。理工部面の技術者不足が日本の経済成長の隙路とし

て各方面から憂慮せられ，池田首相をして国づくりの基

は人づくりにありとのスローガンを掲げしめるに至った

今日林業部面では人材過剰なのであるからそれだけ林業

の発達を促進する力となっているはずである。ところが

日本林業の状況は前項に述べたように林業の実際面に林

学修得の人々の接触は国有林以外ではきわめて稀であ

り，国有林にあって経営技術の一つ一つについて技能を

示めしたかもしれないが，林業経営者としての機能を十

分に発揮することはできなかった。これはさきにも述べ

たように制度に重な理由があったことはいうまでもない

のである。しかしこのような環境の下において日本の林

業教育はいかに展開したであろうか。

日本における多数の大学の林学識纒における科目描成

は大同小異であってその科目数は非常に多い。それら多

数の科目は一応いくつかの系列に分類され体系化は可能

であるかもしれないが，現実には全く個々別々に講義が

行なわれながら個々独立科目となっているので，そこに

は林学を穂成する体系を貫くバックボーンが欠けてい

る。これでは林学というものの本質を理解することは不

可能である。故に林業教育は林業を営む上に必要である

とする各科目個々の権威者養成に陥り，林学哲理の体得

者を養成することはできない。大学の教官はその理想像

として具現している。それにいずれも各科目の最高権威

者であり，それを誇とし周囲もそれを羨望しているので

ある。

この方式によれば専門が細分されるので，学問的発達

にはたしかに有効であろうけれども，林学教育ばそれで

よいだろうか。ここで誠に迂遠な話だが林学とは何であ

るか，また林学は何を求めんとするのかを考えて見る必

層明瞭となり，法律を履修した一般行政官吏出身者の方

が林業を履修した特殊官吏出身者よりも勝れているとい

った評価が現われる可能性が多いのである。

日本においても大正末期から昭和初期には，間伐を基

本とする森林撫育技術がとり入れられ，また人工更新を

困難とする林分に対し高級な撫育的天然更新作業の指向

を強めてきたのであるけれども，戦時的増伐の施要とな

り正常な林業経営は停止し，戦後は復興的増産要請と戦

後の反撒思想とによって林業の技術面においても旧に復

帰するどころか戦前成立していた一切の秩序を破壊し去

ると同時に大面積皆伐による人工造林主義に転身したの

であるから，何らの特殊技能をも必要しないことにな

り，また経営面においても植伐計画は中央において枠を

定めて下におろし，産物の処分については詳細にわたっ

て中央から指示するのであるから，下級官庁は自主性を

失い，ますます機榔上することとなった。これはいわば

官隙体制の徹底を意味するものでそれは当然の成行とい

うべきであろう。かくして都道府県有林も国有林もその

形は管理経営ではあるけれども，そこには経営経済的に

は可なり歪められた運営が行なわれ，まだ近代産業的経

営の段階に到達していないと見られるであろう。

林業教育の展開

80年前ドイツに留学して林学を修めた松野燗を政府が

登用して山林学校を創設した。それは明治15年で，第一

回卒業生の出たのは明治19年，その数は13名であった。

この山林学校は25年東京大学の一分科に加えられた。こ

れらの卒業生は当時なお整備するに至らなかった林業行
ノ

政の整備または国有林野管理制度の制定に関しその専門

的知識をもって参与し，あるいは国有林野管理の実務に

当った。この外東京帝国大学内及び札幌艇学校に大学よ

り学修年限の短い高等専鳩校が付設され前者は明治22
年から，後者は55年から卒業生を出した。その後明治43

年北海道大学に大正11年九州大学に,､13年京都大学に林

学科を増設，別に明治36年に盛岡及び鹿児島に専門学校

が置かれ，その中に林学科が設けられた。その後実に宇

都宮・岐阜・三重・宮崎の4高等林学科が設置されて年

々多数の林学の履修者が世に送られるようになった。

しかるに終戦後学制改革によりし､わゆる新制大学とし

て国立大学22,私立大学2の合計24の大学が林学科を設

け，毎年700人内外の林学修得者が世に送り出されるこ

ととなっているわけで林業教育の盛況は絢燗たるもので

他のいずれの専門部門にもまさり研を競うの観あるもの

ということができるであろう。

これら多数の林学履修者はいかなる方面に職を求め，

日本林業にいかなる影響を与えたであろうか。戦前にあ

し
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要に迫られるわけである。林学なる学問は林業を対象と

し，林業に関する林業を構成する要因を分祈して各要員

の鋳眉を検討その本質を究わめ，これによって林業の経

済成果を極大化する筋道を解明しようとするものである

とするならば，そのために用いられた賭々 の科学及びそ

こに成立した科目は一点に集約して有機的に相関的に機

能すべきで各科目には独立しては意味をもたないのがそ

の本質なのである。これを要するに林学を構成する各科

目を純粋科学のように独立的に扱えば体系林学の真髄を

理解し，それを体得することは不可能である。

日本の林学はドイツ林学を学問として学んできたので

これを観念的に受けとり，各科目別の学問的理論として

理解したけれども，体系林学を一体的なものとして学ぶ

ことができなかったかのように感ぜられるのである。し

かるにドイツ林学は元来演釈法によって成立した学理で

はなく，前世代からの長い体験を18世紀後半頃から漸次

近代科学的手法によって整理し，19世紀前半においてほ

ほ体系化を完成したものであるから19世紀後半に入り，

数学理論などを一つの武器として用し､，観念化する傾向

は強まったといっても，ドイツ林学者は林業家であると

ともに体系林学を身につけているように認められる。大

学にあっても本則として各プロフェッサーは営林署長と

して演習林経営区の経営管理者としてこの経営を通して

学生に対し担当科目の理解をはかる方法がとられてお

り，このような学修過程の間に林業経営の真髄を理解す

るようになるらしく察せられる。大学卒業者は一定期間

のインターンを経て国家の検定試験に合格し林業経営者

の資絡を取得する制度が成立しており，特殊の科目の権

威にはドクターの称号は与えられるけれども林業経営者

の資格とはならない。かようにドイツの林業教育は林業

経営者を養成することを主眼とし，体系林学の本義の体

得に主点をかけている。

日本はドイツ林学をとり入れたことば事実であるけれ

どもその理解の仕方は以上のように異り，その発展の結

果として今日では彼我の間には本質的な隔りのあること

を否定できない状況となった。

この両国間の相違は両国の伝統の相違ないし林業発達

の段階の相違から生まれたと見るの外はないであろう。

ドイツにあっては森林の所有と経営とは原則として分離

し林業経営専門家の需要が多く，職場も多彩なのに反し

日本の場合は原則的には自家経営であり，管理経営に属

する国有林関係においてさえ経営者としてよりも行政官

として遇せられるため，法学系出身の行政官によって支

配をうける実幡になるので経営者たるよりも個々の技術

の技能者として立つの外なき形勢にあるのだから，この

ような社会情勢を教育にも反映して両国の林学ないし林

業教育に差別を生ずるに至ったとも見られるのである。

かように同じ林学にしても林業教育にしても格差があ

るとすれば林業の発達なし､し林業の振興のためにいずれ

の型が優るか産判定する必要がおこるであろう。同時に

林学とし､う名称の中に併列的に包括されている個々 の科

目別の権威者を養成し，また個々 の科目別の技能者を供
給することに徹底するためには現状のような科目構成を

固執するのは締力を徒費し，その発達を妨げることにな

るのでこれを解体してそれぞれの専門化をはかる方が効

果的ではないか，この考え方は形式的な林学という分野
を学界から抹消することになることに別なノスタルジア

を感じて，容易に踏み切れないのが現実の姿であるよう

に察せられる。それよりもこのような林学解体論を断行

するためには日本林業にあっては真の科諜経営者の養成

を必要しないかどうかについては十分慨重に再吟味をし

なければなるまいと思われる。これと同時に戦後しばし

ばドイツ林学非難の声が高まっているかに認められるけ

れども，その場合ドイツ林学とはいかなるものとしてこ

の論議の対象になっているのであるかを明らかにしなけ

ればならない。ドイツ林学は元来ドイツ林業の基盤の上

に成立したものであり，ドイツ林業の実際的進歩発達に

役立てることを目指すものであるから，そのまま日本の

土に適するものではなし､かもしれない。もしそうだとす

れば日本に適する林学を形成するためには日本の株業は

いかなるものかを明らかにしなければならないはずであ

る。もしまた，個々の科目別の科学性に向けられた非難

であるとすればそれは純学術的な問題であるから，ドイ

ツとか日本とかいう局地性を乗りこえた問題ではあるま

いか。

われわれはし､ま日本林業の発展に深い関心をもつ，従

って林学も林業教育も日本林業と結びつけて考察したv，

と考えるものである。その場合日本林業の現段階におい

ては現在の林業教育の実相はあまりにかけ離れていると

感ずるものである。年々大学を卒業する多教の林学履修

者に適切な職場を与え，これらの国家の人才をもっと日

本林業の進歩発達の上に全面的に貢献しうるようにして

これらの人々の力を集中し価値高し､ものにすることの必

要を痛感するものである。その意味におし､て日本の林学

のあり方，林業教育制度について，また日本林業の進め

方についてこの際あらためて検討すべではあるまいか。

（筆者：本会名誉会員）
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いないだけに進出が難し.く，また最近一部の林学ない

し，林業界で心配されるような不安は，林業技術の纈瞥
からあるかもしれない。しかし，在来の技術が安定して
いるからといって，いつまでもこれにしがみついている

と，やがて他産業からとり残される心配は多分にある。

材野庁の○氏は「私の子供の頃は二宮金次郎を修身の手
本としていたが，今の小学生は薪を背負って歩きながら

読書することは，目の保健からみても交通事故防止の_上
からみてもよくない」といい，「そうした銅像を校庭に

立てることはむしろ滑稽にみえる」といわれ，さらに

「現在のﾎｲ錐新技術といわれているものが技術革新に相
当するものかどうかはわからないが二宮金次郎の銅像ば

かりを拝んでいると，時代からとり残されてしまうので

はないか」といっておられたが，新技術について一面の

真理をもの語っているように思われる。

林業の新しい技術といわれるものの中でも民有称など

ではかなりよい成果をあげている事例のあることを，か

って国有林の造材推進協議会の仕事をやっているときに

知ったが，新しい技術に対しては，将来の好適性につい

て研究して推し進めてゆくべきである。もちろんそれは

育林技術だけではない，生産部門における技術について

も同様である。

3‘国有林増産計画をめぐって

以上，技術の保守的性格性，あるいは林業新技術の必

要性については，大体理解いただけたと思うが，ここで

少し角鹿遊かえて最近の国有林増産計画をめぐって，林

学ないし林業界の一部の権威者によってなされているす

るどい拙測について述べてみよう。

さて，その批判を私なりに理解して集約してみると，

「国有林は木材需要に目を奪われて確証もない新技術を

採用して短伐期皆伐によって増伐しているが，短伐期皆

伐は地力を減退させ，やがて国土を荒廃させ亡国に導

く」というものである。私ごとき経験の乏しい者が諸先

生のj緋りにもの申したところで，大海に小石を投げたほ

どの波も立たないどころか，的外れの評に終ってしまい

そうであるが，かって大まじめに国有林の生産力増強計

画を作成した現場の1人として承服できない点が多くあ

り，また，諸先生の憂国の真情には敬服するのである

が，どうしたことであろう，諸先生の顔がワシi､やエジ

ソンに見えて仕方がないのである。そうして，とくにそ

の感を強くするのは「国有林増産計画に寄せる」山林

No936,｢"j択君に答える」林業技術No.246を記さ

れたT先生である。

T先生は山林No.936の「国有林増産計画に寄せる」

の中で次のように述べられている。

「往昔からスギを皆伐して，これを連作して来た吉野

一 －

自由論壇
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わたくしは

国有林増産計画を支持する

藤村隆

心

に

1，技術の保守性について

現代は技術革新の時代といわれている。技術箪新とは
一口に，実績のなかった新技術が実績で十分裏打ちされ

た，在来の技術を打倒してゆく過程ということができよ

うが，この技術革新の波に乗って，栄えている個人や企

業がある反面では，伝統ある企業や，世から尊敬を集め

ている人々 の中で，技術革新に圧倒されて没落してゆく

ものもある。技術革新は，ことの是非善悪にかかわらず

進んでゆくのであるから，何よりも技術革新の被害者に

ならぬこと，いい換えるならば自ら技術革新のにない手

となって自分で技術を革新してゆくことが大切である。

石炭産業がいかに19世紀の鉄石炭の文明を築いた伝統あ

る企業であり，また戦後のわが国の謹済を建て直した功

縦考であるといったところで，技#曄新の波に乗れない

でいると今日のごとき事態になってしまうのである。し

かしここで見落してならないのは技術そのものの保守的

な性格ではある。

実績をもつ在来の技術諺打破らない限り，新しい技術

の進出の場がないのであるが，在来の技術は実績をもち

一応安定しているようにみえるだけに，新しい技術の進
出には強い抵抗をしめすのである。よく例を引いて説明

されることだが，ワットほどの天才でも成功の暁にはボ

イラーの高圧化に反対したし，エジソンほどの才天でも

直流送配電を固執して交流化にいつまでも反対して，つ

いに自分で創設した電力会社から放りだされたのであ

る。現在と将来に対する好適性を論外として成立の事情
だけをみると合理的にみえ，ワシ1．やエジソンのような

天才が新技術の将来判断を誤ったのである。これはワッ

トやエジソンが無能だったということではなく，技術そ

のものが本来保守的な性格をもっているので，新技術の

将来性を見誤る危険か多分にあるということである。

2，林業の場合はどうか

前に述べたように，新しい技術は実績で蕊打ちされて

《
』

年

Q

《
）

錐者：森林資源総合対策協識会
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藤村：わたくしは国有林増産計画を支持する

の位置から全く離れて山のことだけを論じておられる

と，国民のために山があるのではなく，山のために国民

があるような錯覚におちし､ってしまうのである。

また，林業の露鯏性から持続的生産の重要なことはわ

かり過ぎるほどわかっているから現実の問題を処理しつ

つ将来を考えて計画が立てられているのであるが，国有

林だから現実の問題をとびこえて将来のことだけ論じて

いればよいのであろうか。

つぎに，短伐期皆伐による地力低下であるが，なるほ

ど尾鷲などの林業地では30カ年で地位が’等地低下した

かもしれないが，林地だけでなく農地だって，牧草地だ

って自然法則の支配にまかせて収穫だけを操返していれ

ば地力の低下するのは当然である。もし地力の減退を全

く起させないとするならば，短伐期を長伐期にかえるこ

とによって解決できるものではない。現に長伐期を採用

している欧州の国においても地力の低下は重大な問題と

して研究されていると聞く。そうしてみると先生の批判

はどうも短伐期皆伐ではなく皆伐作業そのものの#畔Iの

ようである。このことは林業技術No,246の「小沢君に

答える」の中で日本の農業は設備資本破壊の農業で農民

は貧乏しているが，欧州のそれは，牧草や家畜等の設備

資本を残して生産物だけを売ってゆうゆう自適しいる。

短伐期皆伐は日本の農業のようなもので1年生米麦産業

と多竿|生の林木とを全く混同している。と指摘されこれ

を亀百姓林業、として軽蔑されていることでもわかる

し，それに続いて択伐林型に進む理想をもって林業経営

するのが本来の姿で，わが国の国有林で択伐作業が失敗

したのは当事者の性格によるものであると指摘されてい

ることでもわかる。

「百姓林業」「当事者の性格」という意味ははっきり

しないが，更新面においても生産面においても，実行が

難しくて失敗した択伐作業を当事者の性格という簡単な

ことばで片づけ，なぜ失敗したかという原因の究明をし

ないで再びこれを導入するような指導をされるとはどう

したことであろうか。

これらはT先生の，しかもほんの一部をぬき出して承

服できない点を述べたのに過ぎないが，一部の権威者に

よってなされている国有林の増産計画掛判には,ワット

やエジソンの有能な科学渚の犯したような誤りがあるよ

うな気がしてならない。T先生の指摘されるようにバッ

クミラー遊‘隣わないで運転することは危険であることは

うなずけるが，それよりももっと危険なのは前方を見な

いで運転することのように思えてならない。

地方やあるいはまた今の増産計画で考えている様な5～

40年の短伐期皆伐を行なって来た尾鷲，天竜，西川地方

､の如きはいずれも大体30カ年で地位が一等級づつ低下し

て来て成長量は減退し崩壊地椿悪地が続出している現

状を願みその原因を深く考えなければならない。この憂

慮す可き魔神を見ながら，それらよりも概して地位の悪

い国有林であえて短伐期皆伐を断行することに対し，わ

れわれ国民は不安の念にかられずにはいられない。目前

の木材辮要に幻惑されて，将来著しい減産を来たす許り

でなく，必然的に国土の荒廃を起すことに対してははな

雑だしく不満を持つのである｡」

ことば尻だけを捉えて批評するのはよくないことであ

,るが「目前の木材需要に幻惑されて－」とはどういう

.ことであろうか，「国有林は木材需給調節なんて考えな

いで国土保全に専念せよということであろうか。国有林

‘のもつ公共性で国土の保全は異論のないところである

､が，国有林の木材生産のもつ公共性については考える必

要はないのであろうか。木材は国民の生活上必要だから

生産されるという社会的意義については，国有，民有の

_場合を問わず同じである。しかし，それだけでは国有林

.における木材生産の存在意義は与えられない。いい換え

るならば，国有林による生産は公共性が与えられること

‘によってはじめて存在意義が与えられるのである。

それは何か，木材の需給調節ないしは木材価格の安定

.の意途をもって生産されるときである。もちろん，現在

のような国有林の市場占有率で調節機能を果せるかどう

かということになると，林業構造の特闘というようなも

のがあり異論のあるところであるが，国有林が木材需給

調節，価格の安定を意識して生産することになって与え

る影審の大きいことは，昨年の木材増産計画によっても

．はっきりわかるところである。国有林が生産力増強計

w画，あるいは木材増産計画を打出したのは，けっして目

前の木材需要に幻惑されているのではなく，このような

意味から将来の需要予測も行ない，かつ，目前の木材需

給も考えて計画を作成して打出しているのである。

現在の国有林の増産計画に対してさえ，①50年も先を

見とおし保続計画を立てるのが現実にどれだけの意味を

もってし､るのか，②木材需給の不均衡をよそに成長量の

低い天然性林を30年以上もかかって改良していてよいも

のか，③林力がこれこれだからこれ以上伐れないのでは

なく，これだけ必要なのだがこれの調整をfどうするか，

､④伐期令，保続はどうしても否定できないものか，と諸

先生からみれば「この極道者」といわれるかもしれない

が疑問をもっているのである。そんなときに隠士の保全

を前面に押出して，国民経済の中における林業一国有林

1
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カリマンタン森林開発協力会社設立準備会は，11月12

日総会を開き，開発方式を含む事前協定(総括的な協定）

について協議した結果①開発は，日本側は協力会社，イ

ンドネシア側は国有林公社があたる②日本側は技#噸力

としてクレジットを供与し，インドネシア側は生産され

る物資で返還する③対象地域は東カリマンタンとする④

当面の第1着手地点としてヌヌカン島とし，共同して同

島の実測調査を行なうとの内容を決め，この協会につい

ての調節のため，インドネシア側の来日を要請すること

にした。

林業部門天皇杯は福田孫光氏

本年度から授与されることになった幾林水産関係六部

門の天皇杯の伝達式は坐業祭中の11月23日午後1時から，

東京産経ホールで行なわれたが，林業部門は栃木県の福

田孫光氏で，氏の受賞理由は林業経営における睡地，

適品種の集約施業，機械導入，労務管理」が優秀である，

ことであった。

林野庁殉職者慰霊碑除幕式

10月24日午前11時から，東京八王子の高尾山国有林内

で，重政農相，吉村長官他多数が参列して，林野庁関係

機関に従事する職員が職に殉じたその霊を安らかならん

ことを祈念した慰霊碑の除幕式と慰霊祭が挙行された。

この慰霊碑は青銅浮彫で，製作者は佐藤忠良氏僚『製作

協会会員）で，碑には殉職者の名薄が格納された。

’
；

|
－

日本学術会議第6期会員選挙

学術会議第6部の林学部門の当選者は次のように決っ

た。坂口勝美氏（林業試験場長）佐藤敬二氏（九州大学

教授）荻原貞夫東京大学教授）三島慾（北海道大学教

纐｡以上全国区，地方区は渡辺治人氏（九州大学教櫛。

社会党山林政策大綱を発表

日本社会党政策審議会は11月11日，山林政策大綱を発

表した。この大綱は，同党林業政策特別委員会（川俣清

音委員長)も§まとめたもので,①目的②土地の所有と利
用③国有林④公有林⑤私有林⑥林業労働者と山村民の福

祉向上⑦木材価格安定と流通機構の合瑠上③試験研究と

指導普及体制の確立⑨治山治水対策の推進⑩地域林業協

議会の創設、森林計画と林野行政機織等からなってい

て，27日から開かれる同党定期大会に提案され，決定さ

れることになっている。

カリマンタン開発総括的協定の段階へ

■
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ー
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新
年
を
迎
え
読
者
の
皆
さ
ん
に
つ
つ
し
ん
で
お
よ
ろ
こ
び
を
申
し
上
げ
蛭

今
年
も
林
業
・
林
学
界
が
一
層
発
展
的
で
あ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

わ
れ
わ
れ
の
平
凡
な
生
活
に
お
い
て
も
、
年
月
の
間
に
は
し
か
る
べ
き
波

乱
、
起
伏
は
あ
り
、
新
年
が
そ
の
時
そ
の
時
に
お
け
る
一
つ
の
け
じ
め
と
な

っ
て
、
砂
漠
を
渡
る
旅
人
が
オ
ア
シ
ス
に
憩
い
を
見
い
出
し
、
前
途
へ
の
里

程
と
感
ず
る
ご
と
く
、
新
年
を
そ
う
し
た
区
切
り
と
見
な
し
う
る
な
ら
ば
、

ま
た
意
義
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
行
く
川
の
流
れ
は
た
え
ず
し
て
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
」
と
い
わ
れ
る
ご

と
く
、
す
べ
て
の
も
の
は
瞬
時
も
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
停
滞
し
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
も
の
で
変
化
は
行
な
わ
れ
て
い
る
。

一
つ
の
文
化
を
考
え
て
み
て
も
他
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
も
の
は

な
い
。
し
か
し
影
響
を
受
け
つ
つ
も
一
つ
の
文
化
は
そ
の
地
域
に
適
応
し
た

性
格
に
発
展
し
て
ゆ
く
。
大
陸
文
化
の
強
大
な
影
響
を
受
け
て
日
本
文
化
は

生
成
発
展
し
た
が
、
現
在
の
日
本
文
化
と
中
国
文
化
は
決
し
て
同
種
と
は
い

え
な
い
。
欧
州
文
化
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
ア
メ
リ
カ
文
化
も
、
現
在
で

は
欧
州
文
化
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

世
界
の
文
化
を
キ
リ
ス
ト
教
的
地
中
海
文
化
、
回
教
的
砂
漠
文
化
、
仏
教

的
モ
ン
ス
ー
ン
文
化
等
に
大
別
し
て
類
型
化
す
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
た
ｑ
こ

れ
ら
の
大
別
を
さ
ら
に
細
別
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
文
化
に
は
普
遍
性
と
固
有
性
の
二
面
が
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
普
遍

的
な
面
を
考
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
は
、
万
人
の
共
感
を
得
ら
れ
る
よ

う
な
素
地
が
あ
り
、
固
有
的
な
面
を
考
え
れ
ば
、
他
の
窺
い
知
り
得
ぬ
こ
と

も
多
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
も
絶
対
的
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し

て
文
化
は
属
人
的
で
あ
る
よ
り
も
、
属
地
域
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
林
業
も
一
八
八
六
年
に
フ
ニ
ル
ナ
ウ
博
士
が
欧
州
林
業
を
学

ん
で
き
て
、
連
邦
政
府
の
林
業
部
長
と
な
っ
て
以
来
そ
の
基
礎
が
作
ら
れ

た
。
日
本
で
も
明
治
以
来
多
く
の
先
人
が
欧
州
に
学
び
、
今
日
の
日
本
の
林

学
・
林
業
を
樹
立
し
た
。
同
じ
く
欧
州
に
範
を
と
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
林

業
と
、
日
本
の
そ
れ
と
は
、
森
林
ま
た
は
そ
の
生
産
物
に
対
す
る
考
え
方
に

か
な
り
の
差
異
が
見
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
森
林
は
多
目
的
の
機
能
を

有
し
、
そ
れ
ら
の
一
つ
の
み
を
強
調
す
べ
き
で
は
な
く
、
発
揮
さ
る
べ
き
多

く
の
機
能
（
水
の
生
産
、
保
健
的
機
能
、
木
材
生
産
、
野
生
鳥
獣
の
繁
殖
等
）

が
同
時
的
に
調
整
さ
れ
つ
つ
森
林
の
施
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
水

の
生
産
を
も
っ
て
森
林
の
機
能
の
第
一
と
し
て
い
る
。

日
本
の
林
業
は
主
と
し
て
ド
イ
ツ
に
学
び
、
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
の
指
導
を

受
け
た
。
森
林
保
護
、
普
及
事
業
の
強
化
さ
れ
た
の
は
そ
の
故
で
あ
る
。

日
本
の
林
業
が
日
本
的
な
独
自
の
道
を
歩
む
こ
と
は
も
と
よ
り
当
然
で
あ

ろ
う
が
、
世
界
の
林
業
に
共
通
的
な
あ
り
方
に
も
十
分
注
意
し
て
、
そ
の
方

向
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
Ｒ
生
）

、
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第10回林業写真コンクール作品募集

主催社団法人日本材業技術協会・全国林業改良普及協会

後援農林省（申調中）。林野庁(申請中）

協賛富士写真フイルム株式会社

1題材（1，2，3部共通）

（1）森林の生態林相，森林動植物等森林生態，森林被害に関するもの。

（2）林業技術育苗，造林，保育，伐採，搬出，製材，製炭，木材エ業，特殊林産，林道治山等，林
業技術，林業改良普及に関するもの。

（3）股山村の実態農山村の現状，生活，風俗，風景，その他農山村全般に関するもの。

2区分と大きさ

第1部1枚写真黒白写真，四つ切。

第2部組写真1組ﾕ5枚以内，黒白写真，キャビネ～全紙。

第3部自作スライド35ミリ，1本30～50コマ。説明台本1通添付のこと。

3応募規定
1．応募資格応募者は職業写真家でないこと。

2．応募作品刊行物または全国的な写真コンクールに未発表のものに限る。

3．応募点数制限しない。

4．記戦事項第1部，第2部はハガキ大の紙を作品の下に貼布し，第3部ば説明台本に次の事項を記載
すること。

イ第1，第2，第3部別，および題材饒林生態，林業技術，農山村実態別
口題名鐙上び写真の内容についてかんたんな説明
ハ撮影年月日
二撮影場所
ホ使用材料およびデーター
へ応募者の住所，職業，氏名
5．〆切昭和38年2月末日

6．送付先東京都千代田区六番町7番地日本林業技術協会

7．作品の帰属第1，第2部応募作品は返却しない。
第3部入選作品以外は返却する。入選作品の発表，出版等の権利は主催者に帰属する。
自作スライドは一般公開用スライドの原作として採用の場合はご連絡の上識L金
を剛呈する。

4審査員0順不同，敬称略）
山岳写真家塚本閤治農山漁村文化協会理事八原昌元

林野庁林政課長東辻正夫林野庁研究普及課長伊藤清三
全国林業改良普及協会専務理事．原忠平日本林業技術協会専務理事松原茂

5入選者の決定と発表昭和38年3月中旬審査を行なう。「林業新知識」｢*鐸技術｣誌上に発表。

6作品発表「林業技術」「林業新知識」等で随時発表し，また適当な機会に展覧会を行なう。

7賞

第1部特選1名艇林大臣賞賞金10,000円幅I賞・富士フィルム賞品）
一席3名林野庁長官賞賞金5,000円（〃）
二席5名日本林業技術協会賞．賞金3,000円（〃）
三席10名賞金2,000円（〃）
佳作20名賞品（〃）

第2部特選1名農林大臣賞賞金20,000円（〃）
一席1名林野庁長官賞賞金10,000円（〃）
二席1名全国林業改良普及協会賞賞金5,000円（リノ）
三席5名賞金3,000円（〃）

第3部特選1名農林大臣賞賞金30,000円（〃）
一席1名林野庁長官賞賞金15,000円（〃）
二席1名全国林業改良普及協会賞賞金10,000円（〃）
三席5名賞金5,000円（〃）
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林 業百科事典臼林協編集 丸善刊行
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林業のすべて－行政・経済・科学・技術一一を一冊に網羅

日林協が30周年の記念事業として6年の歳月と数百万円の資金を投入して遂に完成

全国200名に及ぶ林業各部門の専門家が分担執錐

学究者，教育者，林業技術者．普及員等はもちろん，およそ林業に

関係のある人は，この一冊を備えなければ大きな損失でしょう。

主

定価1冊3,500円（送料実費） B5版上製本約1,100頁

写真692葉，図版2,712枚
一
心

東京都千代田区六番町？課日本林業技術協会

に買手を見つけることはなかなかむずかしいし，新しい

坑地を求めてもそれが余り有利でない場合が多い。また

自ら飛びだして苦難を求めるものも少ない。人口が多す

ぎるため，サラリーマン自身が競争相手の多いこの社会

で無事に生きて行くためにはそうならざるをえないのか

も知れないが……

さて，今までもそうであったように今年もまた私は無

事な日々を送ることだろう。無事であるこほど良いこよ

はないのだろうが，大平になれ過ぎた生活は，内からゆ

さぶり，つき動かして，何物かを求めて前に進もうとす

る一途なものを奪ってしまうようである。

周囲の諸々のものは，奄昔の十年，今の一年、といわ

れるほどの早さで変ってはいくが，私自身は何の変化も

向上もしてはいない。サラリーというえさを喰う羊にな

ってしまったらしい。（八木沢）

会務報告

◇第5回常務理事会

11月29日正午から本会和室会議室で開催。

出勝者：海法，横瀬，玉木，松形，遠藤の各常務理事と

本会から石谷，松川，松原，成松

◇第9回編集委員会

12月6日午後3時から本会和室会議室で開催。

出席者：岩崎，湯本,石崎の各委員と本会から松原,橋
谷，八木沢，中元

ｎ
』

､

きのう・きょう・あした

協会の部分林のある熱海市近辺の山では，ノイヌが出

没しているので，銃をもって退治に行ったりするという

話を聞いた。まだ，人間に危害を加えるほどのことはな

いが，野性にかえって，集団をなしてイノシシの仔やウ

サギを獲って生きているのだそうだ。

一旦飼い主を離れると，人間に最も忠実であるといわ

れる犬もたち童ち野性化して，自前で生きて行けるたく

ましさがまだ残っている。われわれサラリーマンといわ

れる人種にはこんなたくましさはないようだ。

日本では，藩政時代の賦士はニ君に仕えず」といっ

た思想が，明治維新後も資本家たちにうまく利用され

て，年功序列制という独特の雇用形態が発達して，被雇

用者は，より有利な条件で自分の能力を売るために，他

《
〉

昭和38年1月10日発行

林業技術第250号

編集発行人松原茂

印刷所大日本印刷株式会社

’

社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地

雨話（331〉42理・4215

（握盤東京60判8番）

発行所

－36－



ホフコ米国林業機械の綜合メーカー
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ホフコ全品目の輸入取扱ひ開始

全国に各地方別の総代理店を求む
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最も軽く……最も使い易く‐･…．且つ適正なおｲ直段です。

刈払機。クライスカッ､夕嘩
用途…､．……｡①山林の刈払作業

③鉄道堤防等の雑草メ

唾草刈機
夢

U

今
唐

一

クライスカックー

FA.r､NQ247a703,5()8333
ANDOTHERS

目立機・クライスセツター

時長………･･①取り扱い簡便②振動が少い③鋸歯
の切肖U角の設定力常容易④鋸歯の送りが正
確⑤;電動機も使用可能． I

識

I

ク ライスセツター全森連才旨定擬種
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在庫があります
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り製造します
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在庫があります
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目立機
植穴堀機

営業品目”
発動発質詞幾(東電蝶SR型-KSライト）
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◎取扱い易い◎水の心配がない
◎二人で楽に運べる
VIC-16型6～8馬力

135型9～10馬力
131-B型12．5～14馬力
VIC-26型14～16馬力
160-A型27～30馬力

◎林諜罰翻戒用納入実積

蔑蕊ユ,000台以上
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135型CL/88

ビクターオート株式会社
本社東京都千代田区丸の内2－18(内外ビル)TEL(281)7545～7
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ラコン擬身噛ﾙｽ,≦ア
プラントンコンパス

最も軽快なトランシット

5分読水平分度

防水磁石盤

正像10X

アルティレベル
ハンドレベル式測高器
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ホームライトチエンソー
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全 森連指定機種●
●

●造林木、中ｲ至木等の処理に
ソーをはじめ、ホームライ

600.Dは、あらゆる伐木作
します。
●チェンソーエンジンには、

スォーガーの各アタッチメ
●このほか姉妹機として軽遼
コン少寺クトBG－ユ、BG

して軽域廉価の国産刈払・才直穴掘機
1、BG-51力ぐあります。

カタログ進呈致します
』I

日本総代理店本社：東京都千代田区神田田代町20

三国商工株式會社営業蕨:雰磯籍豐'鮒耐’ ム

＝クーー凸一

の 合g林 理イヒを決定を す業 界 る

界 茜子
。
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マツカラー99型チェンソー

エ‘ンジンを使用しますので

あぢゆる木寄集材とエ場作

業に驚異的な力を発揮し、

2名で容易に移動出来る程

の軽量です。

マツカラー99型チェンソー

エ‘ンジンを使用しますので

あぢゆる木寄集材とエ場作

業に驚異的な力を発揮し、

2名で容易に移動出来る程

の軽量です。

,エンジン総重量巻込最'引張力

'99型36kg最大1WITi1ドン

’,エンジン総重量巻込最'引張力

'99型36kg最大1冊、lドン

｜
’

巻込盈エンジン

99型

カタログ進呈

マッカラー社・日本総代

埜蕊奈而宮箇

店
一
万

理
」
阿△

'j、樽

東京箸
累市稲穂町東7のII電(2)5111
都中央区日本橋Iの6北海ビル電(281)2136筒


	表1

	表2

	趣意書

	目次

	広告1

	広告2

	広告3

	新年の抱負

	カラマツ特集_国有林のカラマツ造林の動向

	カラマツ特集_カラマツ先枯病の現状と防除対策

	カラマツ特集_カラマツの造林_国有林のカラマツ造林地実態調査から

	カラマツ特集_カラマツ先枯病の診断と防除

	カラマツ特集_カラマツ材の材質の特徴とその利用上の問頴点

	新年によせて_林業の基本的施策について

	新年によせて_トンデモナイコト

	新年によせて_日本林業と林業教育

	自由論壇_わたくしは国有林増産計画を支持する

	最近の話題／こだま

	第10回林業写真コンクール作品募集

	協会からのお知らせ

	広告(P37)

	広告(P38)

	広告(P39)

	広告(P40)

	広告(P41)

	広告(P42)

	広告(P43)

	広告(P44)

	表3

	表4


